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全国担当者会議の
実施状況について
　春本番とともに新年度を迎えました。新年度も
「“ そうだ、行政書士に相談しよう！” という気運
を高めよう！！」という活動理念に基づいた行政
書士制度の更なる発展に向けた事業の推進を目指
し、堅実な令和５年度事業計画を策定いたします。
来る定時総会において令和５年度事業計画が承認
されましたら、令和５年度の事業が正式に動き始
めることとなります。引き続き、皆様の御理解と
御協力をお願い申し上げます。
　今回は、本誌２月号（No.603）の巻頭言に引き

続き、各単位会との間で業務等の情報共有を図る
ため実施した全国担当者会議の開催結果について、
以下のとおり御報告いたします。各単位会の関係
者の皆様の御協力により、いずれも大変有意義な
事業とすることができました。改めて感謝申し上
げます。

高齢者支援に係る全国担当者会議
（11月24日開催）1

　本誌１月号（No.602）にジェロントロジー（老
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年学）に関する寄稿をいただいた、東京大学名誉
教授、武蔵野大学特任教授である樋口範雄教授に
講師をお願いして、「超高齢社会の日本と法のあ
り方」について基調講演をいただきました。また、
各単位会の事例発表を行い、超高齢社会の中で行
政書士が高齢者に対して行うリーガルサービスに
ついて、各会員がジェロントロジーの考えを持っ
て意識的に取り組めるよう、認識の統一を図りま
した。現代の日本において高齢者支援は普遍的な
課題でありますので、引き続き、行政書士の立場
からの支援の推進について、日行連として積極的
に取り組んでまいります。

全国法規監察担当者会議
（１月25日開催）2

　事前アンケートに基づき、行政書士法第 10 条
（行政書士の責務）に関する単位会の取扱いにつ
いて意見交換を行い、当該条文の解釈への理解を
深めました。本会議においては、将来に向けて、
会員一人ひとりにコンプライアンス意識を高めて
いただき、今後も行政書士としての責務を確実に
果たしていただくためには、日行連が当該条文の
解釈を明確に示しておく必要があるのではないか
との御意見もいただきました。今回の協議結果を
踏まえて、有効な対策を検討してまいりたいと考
えます。

特定行政書士制度推進担当者会議
（２月６日開催）3

　特定行政書士に関する単位会相互の共通理解の
促進のため、事前アンケートを基に「各単位会に
おける特定行政書士対象の研修について」をテー
マとした事例を発表いただき、実情に応じたブ
ラッシュアップ研修だけでなく、法定研修の試験
対策にも力を入れている単位会との情報共有を図
りました。また、「各自治体の審理員、行政不服
審査会委員への会員の登用状況」等についても意
見交換を行い、引き続きの働き掛けをお願いいた
しました。今回の会議において明らかになった
様々な課題や日行連への要望等について、どのよ

うな対応が可能であるか具体的な検討を重ね、特
定行政書士制度の維持発展を図ってまいります。

全国建設業担当者会議
（３月17日開催）4

　令和５年１月10日から開始された建設業許可・
経営事項審査の電子化（一部地域を除く）に関し、
国土交通省担当者からの御説明と意見交換の場を
設けたほか、一般財団法人日本建設情報総合セン
ター担当者から「電子入札コアシステムについて」
を御説明いただきました。また、事前アンケート
を基に各都道府県（市区町村）の入札参加資格申
請の電子化の進捗状況等に係る意見交換を行いま
した。本会議によって、建設関係業務に携わる行
政書士に必要な最新の情報を、全国的に共有する
ことができました。今後も継続して、このような
機会を設けてまいりますので、よろしくお願いい
たします。

　結びに、昨年度ではありますが、最近の動きと
して、令和５年２月 24 日付けで、総務省自治行
政局行政課長から、各都道府県及び全国銀行協会
宛てに「行政書士又は行政書士法人の「財産管理
業務及び成年後見人等業務」は、行政書士法施行
規則第 12 条の２第四号に規定する「行政書士の
業務に附帯し、又は密接に関連する業務」に該当
する。」との通知が発せられたことをお知らせい
たします。

　当該業務に関しては、従前から、行政書士の業
務であるという認識の下、会員の皆様にも業務を
行っていただいていました。しかしながら実際の
現場では、行政書士が業務として遂行するに当
たって支障を来している事例が散見されていまし
た。超高齢社会における当該分野の需要は今後ま
すます高まることが想定されます。今般の通知を
受け、改めまして、会員の皆様におかれましては、
引き続き当該業務に積極的に取り組んでいただき
ますようお願いいたします。

Top Message
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る避難民の方々の在
留支援に関する無料
相談窓口を設置して
います。

新型コロナウイルス感
染症に関する無料電話
相談窓口を各都道府県
行政書士会に設置して
います。日本行政書士会連合会被災者相談センター福島事務所

＜対面相談・電話相談（予約制）＞
電話番号：024－973－7163（予約専用）

通話料はお客様負担となります。
相談時間： 13：00～16：00　毎週水曜日  

（祝祭日・年末年始休業）
所 在 地：福島県郡山市堂前町10番10号

東日本大震災の被災に係る各種行政手続、今後の暮らし
や事業の悩みなど、電話による無料相談を実施しています。

Contents
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会員の皆様には、平素から総務部の事業に格別の御理解、御協力を賜りまして、厚く御礼申し上げ

ます。

　

さて、一昨年に発生いたしました職務上請求書の不正使用の事案を受けて、本年８月 31 日から倫

理研修規則（以下、「本規則」という。）が施行されます。これに伴い、同日以降、職務上請求書を購

入される際には、本会が行う一般倫理研修の受講が必須となります。また、職務上請求書を購入しな

い場合であっても、令和６年３月 31 日までに全会員の皆様に受講していただくこととしています。

本規則の施行日以降、会員の皆様が職務上請求書を円滑に御購入いただけるよう、本規則の施行に

先立ち、本年３月から一般倫理研修を開始いたしました。

一般倫理研修については、本誌でも継続してお知らせしてまいりましたとおり、中央研修所研修サ

イトにおけるVOD（ビデオ・オン・デマンド）方式での研修として実施しています。中央研修所研修

サイトでの配信開始以降のアクセス集中によるサーバーダウンを避け、かつ会員の皆様の受講機会を

多く設けるために、本年３月～８月にかけての分散受講の御協力をお願いしています（本誌 34 ペー

ジ参照）。所属の単位会ごとにグループ分けを行った上、受講期間を割り当てていますので、指定の

期間内での受講に御協力くださいますようお願い申し上げます。

なお、受講方法の詳細につきましては、中央研修所研修サイトに掲載しています「中央研修所研修

サイト利用マニュアル」（一般倫理研修）を御確認ください。また、中央研修所研修サイトで受講で

きる環境がない場合は、所属の単位会にお早めにご相談いただくことをお勧めいたします。

この一般倫理研修の実施及び受講におきましては、47 都道府県の単位会長の皆様、役員の皆様を

始め会員の皆様には御負担をおかけすることとなり誠に申し訳ございませんが、何とぞ御理解、御協

力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

今後も職務上請求書の制度を永続して維持するために、常住会長、松村担当副会長、金沢専務理事

を始め総務部担当役員と共に尽力してまいります。そして、会員の皆様がより一層業務を円滑に行う

ことができる環境づくりを、皆様と一緒に進めてまいりたいと考えています。

結びにあたり、会員の皆様のより一層の御健勝、御多幸を御祈念申し上げ、総務部長の御挨拶とさ

せていただきます。

一般倫理研修制度の開始について
総務部長　宮本　重則
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はじめに �

あらゆる人間に対し、人間であるという理由だけ
で保障されるべき権利がある。これが人権思想であ
り、この思想に基づき保障される権利を人権と呼ぶ。
全ての人間は人権を持っている。この命題は、「全

ての人間は人間の遺伝子を持っている」とか、「人間
は脊椎動物である」という事実や自然法則を示したも
のではなく、「全ての人間には、人権を保障されねば
ならない」という規範を示したものだ。それゆえ、「人
権など幻想だ」、「大げさでナンセンスだ」とシニカル
に構えることも、自然法則に反するわけではない。
しかし、人権を否定する世界は恐ろしい。人権の

ない世界では、人間が理由なく殺されても不当では
ないし、拷問にかけようが、火あぶりにしようが、
どうでも良いこととされる。今日では、あらゆるこ
とについて、「シニカルに笑い飛ばすのが冷静でかっ
こいい」という風潮もあるが、人権という概念をそ
うした冷笑の対象とした場合、行き着く先は地獄以
外にない。私たちの世界をそうした恐ろしい世界に
しないためにこそ、人権が発展してきたのだ。

人権はあらゆる人間の権利だから、特定の国家の
国民だけ、特定の場所に住んでいる人だけなどと、
限定して保障されるわけではない。ただ、近代主権
国家の下では、人権保障を実現するのは主に国家だ。
このため、各国の憲法典の人権条項が人権保障のた
めに大きな役割を果たしてきた。そこで、本稿では、
人権と憲法上の権利の歴史について解説してみたい。

Ⅰ　自然権思想と人権 �

１　自然権という考え方
自然権とは、自然状態において自然法で保障され
る権利のことをいう。自然状態とは、国家が存在す
る以前の状態を意味する。自然状態では、そもそも
法や権利は存在しないと考えることもできる。非西
欧地域では、むしろ、それが自然な発想かもしれな
い。しかし、西欧では、自然状態には自然の本性に
由来する法があり、それが保障する権利があるとい
う思想が成立した。
自然権思想は、必ずしも、個人の自由や平等を尊
重するものとは限らない。「一部の選民が、他の者を

私たち行政書士は、従来から許認可手続及び権利義務・事実証明に関する業務を通じて、国民の権利の実
現やその侵害防止を図り、権利擁護に努めてまいりました。
そうした中、令和３年６月施行の改正行政書士法を契機に、私たち行政書士は改めて国民の権利擁護のた
めに一層努めていかなければなりません。
日本行政書士会連合会は、令和４年１月に「行政書士は、基本的人権を尊重し、すべての人の権利を擁護
するとともに、調和と真心をもって国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。
また、『国民の権利利益の実現に資する』という行政書士制度の目的に鑑み、行政書士の社会的役割を強く自
覚し、地域に根差した権利擁護の取組を通じて、すべての人の権利が尊重される共生社会の実現に寄与しま
す。」との基本理念を掲げたところです。
当委員会は、この基本理念を受け「権利擁護に係る活動方針」の下、徐々に活動を始めてきたところです
が、この度その一環として、本号から３回にわたり学識者等の寄稿文を掲載します。行政書士の権利擁護に
対する意識の向上に資することができれば幸いです。

第１回
人権と憲法上の権利の 
歴史について

シリーズ権利擁護 ～権利擁護の視点～

東京都立大学法学部
教授　木村　草太

©岩沢蘭

＜権利擁護推進委員会＞
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奴隷とする自然権を持つ」という議論もできなくは
ない。しかし、近代に入り、「自然状態では、その定
義上、国家の作る身分制などは存在せず、人間はみ
な平等だ」という思想が広まった。ここでは、自然
権が全ての人間に等しく保障され、「人間であるとい
う理由だけで、全ての人間に保障すべき権利がある」
という帰結が導かれる。この全ての人間に、その者
が人間であるという理由だけで保障されるべき権利
のことを「人権」と呼ぶ。このように、人権の概念
は自然権思想から生まれた。
２　人権宣言の歴史
人権を侵害するのは、国家だけではない。国内の
武装集団や宗教団体、外国や国際犯罪組織も、人権
に対する脅威だ。しかし、近代に入り、それぞれの
領域においては、各国家が対内最高・対外独立の権
力を担うようになった。そうなると、国家以外の組
織や人間は、その国家の領域内では、他の人間を服
従させる権力を持たなくなる。外国も、他の国家の
領域には権力を及ぼせない。つまり、主権国家こそ
が最大の人権への脅威となった。
そこで、国家による人権侵害を禁ずる規定を置く
動きが生まれた。これが立憲主義の思想だ。人権と
国家の主権は、一つのセットになって発展してきた
概念といえる。イギリスには、マグナ・カルタ（1215
年）や権利請願（1628年）、権利章典（1688年）など、
権利宣言を作る伝統があった。これらは必ずしも、
自然権や人権という概念に依拠するものではなく、
例えば、権利章典は、英国臣民（Subject）の古来の
権利を確認するものだ。しかし、国家が侵害できな
い国民の権利を文書で確認する様式は、立憲主義の
発展に大きな影響を与えた。
アメリカでは、1776 年から 1789 年にかけて各邦

（連邦成立前のアメリカの各 state は「邦」と訳すこ
とが多い）の憲法が制定され、議会や知事らの組織・
権限などを定めた統治機構の条文に加え、権利宣言
の条文も設けられた。1776 年６月のヴァージニア権
利章典は、平等や表現の自由、適正手続（due�process）
など、現代の憲法にも通じる権利保障が定められて
おり、世界で最初の典型的権利規定として知られる。
また、1791 年には、アメリカ合衆国憲法にも権利章
典規定（１条～ 10条修正）が取り入れられた。
フランスでも、1789 年の大革命の中で、著名な

「人および市民の権利宣言」が出された。この宣言に
示された権利は、「人間の自然、不可譲かつ神聖な自
然権（les�droits�naturels,�inaliénables�et�sacrés�de�
l’Homme）」と位置付けられた（同前文）。この権利
宣言は、フランス憲法史の中で様々に扱われたが、

現在の第五共和政憲法の一部と扱われている。
もっとも、その後の19世紀にできた憲法の権利条
項は、必ずしも自然権思想の色彩は強くない。例え
ば、ベルギーやドイツの憲法は、「国民の権利とすべ
き理由のあるものを憲法条項として書いた」という
説明になっており、「人間には自然の権利があるか
ら、それを前提に憲法にも書く」という構成には
なっていない。
しかし、第二次世界大戦後には、ファシズムやナ
チズムの反省を踏まえ、自然権思想・人権思想の影
響が復活する。1948年のドイツのボン基本法が「人
間の尊厳（Würde�des�Menschen）」の不可侵性を規
定した 1条の規定から始まるのは象徴的だ。今日で
は、憲法に人権保障規定を設けることが一般的であ
り、日本国憲法も、「この憲法」では「基本的人権」
が保障され、それは「侵すことのできない永久の権
利」と規定する（11 条）。
３　人権保障の国際化
もっとも、国によっては、憲法の権利規定の種類
が不十分だったり、厳しい権利制限を認めていたり
することも多い。また、各国憲法に人権宣言を置け
ば、それだけで人権が保障されるわけではない。国
家が人権宣言を真剣に受け止めなければ、条文など
絵に描いた餅だ。実際、アメリカでは19世紀半ばま
で奴隷制が維持されていたし、欧州でも、20世紀初
頭までは、制限選挙や女性選挙権の制限は珍しくな
かった。
そこで、20世紀に入ると、各国憲法とは別に、国
際社会でも人権を保障しようとする動きが生まれた。
これは「人権の国際化」と呼ばれる。国連は1948年
に世界人権宣言を採択し、1966年には国際人権規約
が採択された。世界人権宣言は、国際法上の拘束力
を持たない宣言に止まるが、国際人権規約は拘束力
を持つ条約で、日本を含む多くの国が批准している。
また、欧州では、1950年に欧州人権条約が成立した。
この条約に基づき、欧州人権裁判所が設置され、参
加国の国民は、自分の国で生じた人権侵害について、
同裁判所に訴えることもできる。
このように今日では、人権は世界全体のレベル・
国境を越えた大陸レベルで保障されるようになって
きている。
４　人権の種類
それでは、人権にはどのような内容の権利が含ま
れているのか。
フランス人権宣言を始め、初期の人権宣言で強調
されたのは自由権だった。中でも、信教の自由は特
に重要だった。というのも、近代初期の欧州では、
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その土地の支配者が住民の宗教――カソリックかプ
ロテスタントか――を決定し、それに従わない者を
弾圧することがしばしばあったからだ。そうした悲
劇を経て、個人的な内心での宗教選択の自由、自宅
などプライベート空間で礼拝する自由、公の場で礼
拝をする自由、教会を作る自由などが認められるよ
うになった。その他にも、自由に思想を発表したり、
君主や政府を批判したりする言論・表現の自由が認
められるようになり、土地に縛られることなく居住
場所を選び、経済活動の自由も認められていく。こ
うした事情で、自由権は「18世紀的人権」と呼ばれ
ることもある。
続く19世紀は、議会制度と民主主義の発展の時期

だった。この時期には、自らの国の統治に参加する
権利、特に、議会議員の選挙に参加する権利に関心
が集まった。選挙権は、特定の国の国民がその国で
持つ権利であり、後述するように、厳密には「人間
であれば誰もが持つ人権」ではない。ただ、19世紀
に選挙権や被選挙権が広まっていったため、参政権
は「19 世紀的人権」と呼ばれる。
さらに、20世紀に入って世界的に工業が発展する

と、都市への人口集中や労働問題が深刻になった。
生きるだけの賃金を獲得できない困窮者、過酷な条
件で働かされる労働者、貧困で教育を受けられない
子どもたちなどを、国家が保護する必要が生じてき
た。そこで、失業保険の制度、衣食住などの支援な
どの社会保障を受ける権利、労働組合の設立や、ス
トライキを行ったりする労働者の権利、子どもたち
の教育を受ける権利や児童酷使の禁止などが国家に
定められるようになった。こうした社会権は、「20
世紀的人権」と呼ばれる。20世紀初頭に作られたワ
イマール憲法は、世界で最初に社会権を保障した権
利として有名だ。
このように、人権は歴史の流れの中で、種類を増

やしてきた。18 世紀的人権、19 世紀的人権、20 世
紀的人権といっても、それは「古い人権に新しい人
権が置き替えられた」わけではなく、「積み重なって
種類を増やしてきた」ということだ。例えば、18世
紀的人権とされる信教の自由は、21世紀の現在でも
極めて重要な人権だ。
そして、現在も人権の考え方は発展しつつある。

例えば、近年、個人情報は電子データの形で管理さ
れ、ネット通販の履歴がAI のビッグデータ分析を
基に適性スコアが計算され、それを就職の際の考慮
材料にされてしまう等、当人が全く想定していない
形で使われる危険が生じている。こうなると、個人
データを適切に管理してもらえる権利、プライバ

シー権が重要となる。
また、人権は、「全ての人間のための権利」と定義
されてきた。ただ、このような考え方では、人種的
マイノリティ、女性、LGBTQといった、社会的に
弱い立場に置かれる人々や、差別感情の対象になり
がちな人々のために特別の権利を保障すべき、とい
う発想は出てきにくい。21世紀に入ると、アファー
マティブアクション（積極的差別是正措置）や差別解
消のための合理的配慮への権利などが注目され、差
別されない権利が注目を集めている。
将来、プライバシー権や差別されない権利は、「21
世紀的人権」と呼ばれるようになるかもしれない。

Ⅱ　人権と憲法上の権利 �

１　明治憲法と人権
続いて、日本での人権保障の歴史を確認しよう。
日本では、1898年に大日本帝国憲法（以下、「明治
憲法」という。）が制定された。明治憲法は、様々な
限界があるものの、「権力を憲法で拘束し、国民の権
利を保障しなければならない」とする立憲主義の考
え方を前提としたものだった。第二章は「臣民権利
義務」と題され、公務就任資格の平等（19条）、居住
移転の自由（22条）、法律によらない逮捕や処罰の禁
止（23 条）、裁判を受ける権利（24 条）、住居不可侵
（25条）、信書の秘密（26条）、所有権の保障（27条）、
信教の自由（28条）、言論の自由（29条）などが保障
されていた。
明治憲法は、自然権思想の色彩が弱く、例えば、
人は生まれながらに権利を持つといったようなこと
を宣言した条文や前文はない。
また、明治憲法は、国民の権利保障を担うのは帝
国議会だと想定していた。帝国議会には、貴族院と
衆議院とがある。衆議院は、日本史上初めて国民が
直接選挙する議員からなり、国民の意思を代表する
議会と位置付けられていた。憲法の定める権利は、
帝国議会の協賛する法律なしには制限できないとさ
れていた。これは、権利を制限するには、国民代表
の同意が必要だという考え方に基づく。
２　日本国憲法と人権
1947年、明治憲法が廃止され、日本国憲法が施行
された。日本国憲法は第二次世界大戦を経て、自然
権思想が色濃く反映されたものになっている。
「国民の権利及び義務」と題された憲法第三章は、
冒頭の11条・12条で、権利保障の原理を規定する。
11条は、基本的人権を「侵すことのできない永久の
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権利」と位置付けた上で、「国民は、すべての基本的
人権の享有を妨げられない」と定め、全ての国民が
人権を享有し、行使できることを確認した。続く12
条前段は、「この憲法が国民に保障する自由及び権利
は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなけ
ればならない」と定める。憲法が保障する権利は、
憲法に書いただけでは実現できない。国民は、日々、
国家権力を監視し、権力者が不当な権利制限を行お
うとする場合には、選挙や政府批判言論などを通じ、
それを抑止しなければならない。また、権力の監視
だけでなく、国民同士の議論を通じて権利について
理解を深め、子どもたちへの教育を通じて権利保障
を後の世代に受け継いでいく必要がある。憲法12条
は、このような「不断の努力」を求めている。
さらに、憲法13条前段は、「すべて国民は、個人と

して尊重される」と定める。この規定は、憲法が保障
する権利規定の中心的な原理を定めたものと理解され
ている。全ての権利規定は、この原理を実現するため
にあると言っても過言ではなく、14条以下に規定さ
れる諸々の権利は、突き詰めれば、全ての国民を個人
として尊重するために保障されている。ここに言う
「個人として尊重」とは、それぞれの個人を、自律的
に価値を形成する主体として扱い、それぞれの価値を
尊重することだとされる。それぞれの個人が何に価値
を認め、いかなる生き方を選択するかは、当人が自律
的に決定すべきであり、公権力がそれぞれの個人が固
有の価値を持つことを否定したり、当人の自律的な価
値判断を「それは誤っている」と否定したりすること
は、個人の尊重原理に違反する。
人権保障を確実なものとするため、日本国憲法は、

議会が人権保障にとって重要な役割を果たし、法律
なしに国民の権利を制限できないことを規定する一
方で、議会の定める法律が人権を侵害する場合には、
裁判所が違憲立法審査権を行使できることとした（憲
法 81 条）。
３　人権と憲法上の権利の異同
このように、新憲法は自然権思想の色彩が強く、
個人の尊重の観点から人権保障が強化された。ただ
し、憲法上の権利規定と人権との関係については、
少し注意が必要である。
現行憲法が保障する権利の規定は人権思想の発展
を踏まえて制定されたもので、そこに規定された権
利の多くは人権に分類できる。
しかし、憲法上の全ての権利が人権だというわけ
ではない。人権とは異なる性質の権利であっても、
国家が国民に保障すべき権利は多くある。
例えば、憲法には、子どもの権利や労働者の権利

が規定されている。子どもの権利は、定義上明らか
なように、あくまで「子ども」の権利であって、あ
らゆる人間が持つ権利とは言い難い。また、労働者
の権利は、「労働者の身分を持つ者」の権利であっ
て、経営者や学生を含めた一般の人が保有する権利
ではない。選挙権も「国民の」権利であり、人権と
は言い難い。選挙は議員などの国家機関を選ぶ制度
であり、自然状態には存在しないし、選挙権はそれ
が行われる国の国籍や永住権を持つ者に限り認めら
れるもので、およそ世界中の人間一般が持つ権利と
は言えないからだ。しかし、これらの権利は、憲法
で強く保障すべき理由があると考えられている。　
日本国憲法制定以降、「人権」と「憲法が保障する
権利」の二つの言葉は、相互互換的に用いられるこ
とが多かった。実際、憲法の教科書では、第三章の
権利保障を解説する章が「人権」と題されていた。
ただ、今日では、憲法が保障する権利の中には、厳
密には人権とは言い難い性質の権利も含まれている
との理解が広がっている。近年は、両者を区別する
ものも増えてきた。
とはいえ、人権も憲法上の権利も、国内という枠
で見れば、そこにいる全ての人間に保障されなけれ
ばならない権利という点で違いはない。人権に分類
できない憲法上の権利も、極めて重要な権利だとい
う意識は必要だ。

Ⅲ　憲法上の人権・権利の果たしてきた役割 �

それでは、憲法上の人権と憲法上の権利は、どの
ように実現されてきたのだろうか。日本国憲法の運
用の歴史を見てみよう。
１　新憲法制定に伴う人権を保障する法律の制定
日本国憲法は、明治憲法にはない様々な権利を保
障している。また、表現の自由のように、明治憲法
で既に規定されていた権利であっても、その保障は
格段に強化された。このため、新憲法の保障する権
利を実現するため、新しい法律を作ったり、古い法
律を改正したりする必要が生じた。どのような立法
がなされたのか、特に重要な三点を指摘しておこう。
第一に、表現の自由について、明治憲法下に定め
られた出版法や新聞紙法では、政府が意に反する出
版物の発売・頒布を差し止めたり、新聞に対し特定
の記事の差止を命じたりできた。また、悪名高い治
安維持法は、社会主義のための団体の形成そのもの
を禁止していた。これに対し、日本国憲法では、表
現の自由（憲法 21 条 1 項）は法律によっても奪い得
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ない権利とされ、出版法・新聞紙法・治安維持法と
いった表現規制立法は軒並み廃止された。
また、1907 年に制定された刑法には、「公然事実

ヲ摘示シ人ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ其事実ノ有無ヲ
問ハス一年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ五百円以下の
罰金ニ処ス」（同230条）とする名誉棄損罪の規定が
あった。新憲法に人格権の保障（憲法 13 条）が盛り
込まれたことから、名誉権の保護を強化するため法
定刑が「三年」以上の懲役、「五十万円」以下の罰金
へと強化された。
他方で、刑法 230 条の文言をそのまま読むと、個

人の名誉を下げる事実は、真実かどうかに関わらず
公表してはならないことになる。これでは、公務員
の汚職の追及や、会社経営者の背任や横領について、
たとえ事実であっても報道できなくなってしまう。
新憲法が表現の自由の保障を強化したことを受け、
名誉毀損行為が「公共の利害に関する事実に係り、
かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認
める場合には、事実の真否を判断し、真実であるこ
との証明があったときは、これを罰しない」（刑法
230 条ノ２第１項）という免責規定が設けられた。
第二に、民法の親族・相続に関する規定も大きく

改正された。旧規定では、長男が戸主の地位や家産
を相続する家制度が採用され、戸主・両親・親族会
の同意なしには婚姻できなかった。また、夫の不倫
は性犯罪でない限り離婚事由にならない一方、妻の
不倫は全て離婚事由としたり、妻を無能力としたり
するなど男女不平等規定もあった。
日本国憲法24条１項は、婚姻は両当事者の合意だ

けで成立すると定め、婚姻における戸主らの同意権
の制度は廃止された。また、同２項は、家族に関す
る法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚しな
ければならないと定め、親族・相続に関する民法規
定は徹底して男女平等の規定へと改正された。
第三に、新憲法は様々な権利を新たに定めた。明

治憲法下の刑事手続は、被疑者・被告人の尊厳を害
しているとの批判が強く、新憲法では、黙秘権（憲
法 38 条１項）や国選弁護人の依頼権（憲法 37 条 3
項）を保障するなど、刑事手続に関する規定を充実
させた。この結果、被疑者・被告人への手続保障を
強化した新刑事訴訟法が制定された。
また、男女平等で普通・平等・自由・秘密・直接

の選挙五原則に従った選挙権（憲法15条）を保障する
公職選挙法、請願権（憲法 16条）を保障する請願法、
国家賠償請求権（憲法 17条）を保障する国家賠償法、
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利（憲法 25
条１項）を保障する生活保護法など、憲法上の権利を

実現する法律が新憲法施行に併せて作られた。
２　違憲立法審査権を通じた人権の実現
Ⅱに指摘したように、日本国憲法は、裁判所によ
る違憲立法審査制を導入した。この制度は、議会の
制定した法律が人権侵害を許していたり、あるいは、
議会が人権を守るための立法を怠っていたりする場
合には、強い力を発揮する。
日本の最高裁判所（以下、「最高裁」という。）も違
憲立法審査制を用いて、人権保障の観点から問題と
なる法律の違憲性を指摘してきた。
著名な例としては、まず、最大判昭和 37 年 11 月
28日・刑集16巻 11号 1593頁（第三者所有物没収事
件）が挙げられる。この事案では、第三者の所有物
を違法に輸出しようとした被告人が没収刑を受ける
ことになった。当時の法律では、被告人には手続保
障があるものの、対象物の所有者には何ら手続保障
がないまま没収されてしまう。最高裁は、所有者に
対する「告知、弁解、防御の機会」がない限り適正
な刑事手続とは言えず、この事例の没収刑は憲法31
条に違反すると判断した。
また、最大判昭和 48 年４月４日・民集 27 巻３号
265 頁（尊属殺重罰規定違憲判決）では、普通殺（刑
法199条）の法定刑（当時は３年以上の有期懲役・無
期懲役・死刑）に比して、尊属殺（旧刑法200条）の
法定刑（無期懲役または死刑）が重すぎることが問題
となった。判決は、「尊属に対する尊重報恩」の倫理
を維持する目的は正当としつつ、「加重の程度が極
端」だとして、平等権を保障した憲法14条１項に違
反するとした。ただ、判決の違憲理由を読むと、普
通殺と尊属殺を等しく扱わないこと自体は不問とし
た上で、刑罰が重すぎる点を問題にしていることか
ら、「平等権」ではなく、「重すぎる刑罰の禁止」（憲
法31条・36条）に違反すると理解した方が素直だと
指摘されている。
日本の違憲審査制の中で、平等権（憲法14条１項）
は特に重要な役割を果たしている。なぜなら、信教
の自由や表現の自由は、それぞれ「宗教」や「表現」
に関係する法律にしか適用されないのに対し、平等
権は、憲法上保障された権利や利益に関するもので
なくても、不合理な区別があればその是正を要求で
きるからだ。
最高裁は、この権利に基づき、国籍法上の嫡出子
と非嫡出子の区別（最大判平成20年６月４日・民集
62巻６号1367頁・国籍法違憲判決）や、民法におけ
る嫡出子・非嫡出子の相続分の差別（最大決平成 25
年９月４日・民集67巻６号1320頁）、女性だけに課
された再婚禁止期間（最大判平成 27年 12月 16日・
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民集 69 巻 8 号 2427 頁・女性再婚禁止期間規定違憲
判決）などの違憲性を認定してきた。
３　制度改革訴訟における人権
最高裁の違憲判決は、法律を無効にする。これは、
強力な効力だ。ただ、その強さゆえに、最高裁の裁
判官は、違憲性を強く確信できた場合でない限り、
違憲判決は出さない。
では、「違憲判決が出なければ訴訟に意味がないの
か」というと、そうでもない。訴訟になれば、原告
から法律の問題点が精密に示される。国側はその法
律がそのように制度設計された理由や、原告が主張
するような法律にしない理由を、公開の法廷で丁寧
に説明しなければならない。たとえ最高裁が違憲と
認めなくても、その訴訟が制度改革のきっかけにな
ることは多々ある。
その代表例が、生存権（憲法 15 条１項）に関する
最大判昭和 42 年５月 24 日・民集 21 巻５号 1043 頁
（朝日訴訟）だ。この訴訟では、当時の生活保護基準
が低すぎるのではないかが問題となった。上告中に
原告の方が亡くなり、最高裁が「なお念のため」と
して示した判断でも、生活保護基準は違憲とは認定
されなかった。しかし、この訴訟が大きな注目を浴
び、原告の境遇に同情が集まったことで、生活保護
基準は徐々に引き上げられていくことになる。
また、最大判昭和60年３月27日・民集39巻 2号
247頁（サラリーマン税金訴訟）では、当時の所得税
法が、事業所得等には実額の経費控除を認める一方、
給与所得については概算控除しか認めていなかった
点が問題とされた。最高裁は給与所得の概算控除を
合憲としたものの、訴訟をきっかけに所得税法が改
正され、現在では、給与所得経費の実額控除も選ぶ
ことができる（所得税法 57 条の２）。
このように、制度改革を目的として、法律や制度
の問題点を社会にアピールする訴訟は、制度改革訴
訟と呼ばれる。
４　新しい立法の牽引
憲法上の人権規定を実現するために立法がなされ
たのは、新憲法の施行時だけではない。その後も、
新しく保障の必要性が認識されるようになったり、
従来は見落とされていた憲法上の人権規定の価値が
発見されたりして、新たな立法を促してきた。重要
なものをいくつか指摘しよう。
20世紀末、情報化とともに個人情報に関わるプラ
イバシー権が重要な人権だと認識されるようになっ
た。日本国憲法13条は、憲法に明文のない新しい人
権を保障するための規定とされ、現在では、プライ
バシー権は憲法13条により保障されるとの見解が広

く支持されている。
プライバシー権を守るには、国や自治体、企業な
ど、個人情報を扱う主体が、個人情報を取得する際
に目的や管理方法を説明し、取得した個人情報の目
的外利用を防ぎ、個人情報によって相手を取り扱う
場合には、最新かつ正確な個人情報に基づく必要が
ある。このため、個人情報保護法や個人情報保護条
例などが制定された。
憲法14条１項後段に規定された差別されない権利
も、近年、特に注目されており、新しい立法を促し
ている。2016年には、障害者差別解消法・ヘイトス
ピーチ規制法・部落差別解消法の差別禁止三法が制
定された。性的指向・性自認による差別の禁止を求
めるLGBT差別禁止法の制定や、婚姻における性的
指向による区別の解消（同性婚立法の制定）の必要性
には、近年、特に注目が集まっている。
今後も、新しい人権や、それまで見落とされてきた
人権を実現するため、様々な立法が行われるだろう。

おわりに �

人権と憲法上の権利の歴史を眺めてみると、人権
には、歴史上獲得された譲れない一線を守る意義と、
これからの歴史を動かしていく動態的な力の両方が
あることが分かる。
表現の自由や信教の自由のような自由権は、フラ
ンス人権宣言など古典的な人権宣言でも確認されて
いるが、今日、その意義が古びて消滅したというこ
とは全くない。他方、発展を続ける情報処理技術の
中で個人情報を適正に扱ってもらう権利や、性的指
向・性自認による差別をされない権利などは、現在
進行形で発展し、その内容が議論され、それを実現
するための立法が検討され続けている。
これからも、これまで獲得されてきた守るべき人
権を守り、また、人権の内容を発展させ続け人々の
幸福を実現する「不断の努力」（憲法 12 条）を続け
ていく必要があるだろう。

筆者プロフィール：
東京都立大学法学部教授
2003年東京大学法学部卒業。同年、同大学法学
政治学研究科助手。首都大学東京（現東京都立
大学）准教授を経て、2016 年から現職。専攻は
憲法学。
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T o p i c s

訪問日：令和５年２月８日（水）
出席者：日行連／�常住会長、髙尾・宮元・相羽・坪川・松村各副会長、田後専務理事、宮本・水

野・有賀・大塚各常任理事、野津理事（島根会会長）
日政連／田崎副会長、田中・岩崎両副幹事長

　今般、本会理事である野津島根会会長の御尽力により、細田博之衆議院議長への表敬訪問並びに
鼎談が実現しました。
　はじめに衆議院議長公邸内を御案内いただき、手入れが行き届いた庭園や貴重な美術品等につい
て、係の方の解説を受けながら見学させていただ
きました。その後、細田衆議院議長との面談に移
り、常住会長から先般の賀詞交歓会への御出席に
係る御礼と日頃から行政書士制度に対し御理解、
御協力をいただいていることへの感謝を申し上
げました。続いて、細田衆議院議長、常住日行
連会長及び野津島根会会長の鼎談を実施しまし
た（鼎談の模様は次号以降の本誌にて掲載予定）。
　細田衆議院議長におかれましては、公務御多
忙の中ではありましたが、記念撮影にも快く応
じていただき、大変有意義な訪問となりました。

衆議院議長公邸にて細田議長を表敬訪問

会員の皆様へ
職務上請求書の購入・使用に関する御案内

令和５年８月31日から職務上請求書の購入にあたり、

一般倫理研修の修了証  が必要となります！

※一般倫理研修の受講方法は本誌 33 ページ「一般倫理研修に関するお知らせ」
又は中央研修所研修サイトを御確認ください。

職務上請求書の不正使用による事件が発生したことを受け、再発防止を徹底することを目的として、日本行政
書士会連合会会則及び日本行政書士会連合会職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則が改正されま
した。職務上請求書の購入申込みの際に倫理研修を修了したことを証する書類を添付することについて定めた第
22 条の改正規定は、会則認可の日から起算して１年を経過した日である令和５年８月 31 日から施行されます。

重 要
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Topics

　令和４年 12 月６日、「LGBT 等について知り、考える～性の多様性を尊重し、LGBT 等の性的マイノリ
ティの人権を擁護する社会の実現に向けて～」を開催しました。
　日本では、LGBT 等の性的マイノリティの方々に対する社会の認知は、この数年でかなり広まってきまし
たが、人権擁護についての法整備はまだまだ不十分という状況であり、人権保障をどのように実現していく
かが喫緊の課題となっています。このことを受け、行政書士を含め社会を構成する私たち一人ひとりに何
ができるのか、どのような貢献ができるのかを共に考える場にしたいという趣旨から企画したものです。
　本セミナーは、オンライン形式での配信となりましたが、LGBT 等の性的マイノリティの人権擁護に強
い関心を持った方々、計 200 名程度の申込みがありました。

　第１部では、青山学院大学法学部ヒューマンライツ学科の谷口洋幸教授による「性の多様性と人権」を
テーマとした基調講演を行いました。
　谷口教授はジェンダー法学会や国際人権法学会の理事を務められていますが、令和４年７月には「性的
マイノリティと国際人権法」という書籍を出版され、この分野のパイオニアと言われている方です。
　講義では、人権の基本から考えるということで、人権の国際的な定義として、世界人権宣言（1948 年）
第１条「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」が
紹介されました。また、性の多様性について人権が制限されている事由（性的指向、性自認等、SOGI）を
踏まえ、世界との比較において日本法の現状について御説明いただきました。さらに、人権は「すべての
人」が享受されるべきものであるのに、現状は性的マジョリティのみが人権を保障されており不均衡な状
態であるということ、性的マイノリティに関する人権課題は新しい人権や特別な権利の話ではなく、性的
マジョリティが享有している権利を性的マイノリティにも等しく保障していくことが重要であることが指
摘されました。
　第２部では、第１部で御講義いただいた谷口教授をコメンテーターに迎え、本会権利擁護推進委員会の
永光由樹委員（東京会）、野元惠水委員（広島会）、石井修一委員（東京会）による「性の多様性を尊重し人
権を擁護する社会の形成における行政書士の役割」をテーマとしたトークセッションを行いました。
　各委員からは、LGBT 等の方々を取り巻く日本の現状、LGBT 等の性的マイノリティの方々の困りごと、
行政書士一人ひとりが日々の業務を通じてできることや行政書士の役割等について発表し、その内容を踏
まえて、谷口教授を交えて意見交換を行いました。 
　谷口教授からは、国際連合では人権を守る人たちのことを「Human Rights Defender（人権擁護者）」と
呼ぶということから、「人々の権利利益を実現するために、すべての人の性のあり方を尊重していくこと
は、正しく人権擁護者の役割であって、行政書士も人権擁護者であることが、今回（のセミナーで）確認
できたと思います。」との激励の言葉を頂戴
しました。

　谷口教授を始め関係者各位のお陰をもちま
して、LGBT 等の性的マイノリティの人権擁
護について理解や考えを深めることができ、
大変有意義なセミナーとなりました。
　なお、本セミナーの収録映像は、中央研修所
研修サイト（https://gyosei.informationstar.jp/）
に VOD （ビデオ・オン・デマンド）講座「行政
書士による権利擁護公開セミナー『LGBT 等に
ついて知り、考える』～性の多様性を尊重し、
LGBT 等の性的マイノリティの人権を擁護する
社会の実現に向けて～」として登載していま
す。御興味のある会員におかれましては、中央
研修所研修サイトにログインし、分類「その他」
に掲載している本講座を是非御視聴ください。

＜開催報告＞

権利擁護公開セミナー 『LGBT 等について知り、 考える』
～性の多様性を尊重し、 LGBT 等の性的マイノリティの人権を擁護する社会の実現に向けて～

＜権利擁護推進委員会＞
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本会では、10 月１日から同月 31 日までを「行政書士制度広報月間」と定め、総務省の後援を
いただき、全国の自治体及び各単位会の御協力の下、広く国民に行政書士の存在をアピールし、
制度の普及・浸透を図る活動を推進しています。その活動のうち、電話による無料相談「行政書
士電話相談」は、昭和 55 年の開設以降、今回で 43 回目となりました。
引き続き、令和４年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、十分な活動が行うことが難

しい地域もある状況でしたが、各単位会においては感染防止対策を徹底し、できる限りの PR活
動を実施していただきました。　
以下に、令和４年度「行政書士制度広報月間」中に行われた「行政書士電話相談」及び PR活

動について、各単位会の実施結果及び総評等を取りまとめて御報告します。
なお、本集計結果は所定の様式による各単位会からの報告書データを基に集計したものです。

日行連における活動
Ⅰ．PR活動

報道機関約 80 社に報道リリースを送付する
とともに、総務省及び各都道府県庁に行政書士
制度広報月間に係る文書を送付した。

また、身近な国家資格者である行政書士に気
軽にご相談いただけるよう「そうだ、行政書士
に相談しよう！」をキャッチコピーに、朝の情
報番組でお天気キャスターを務め幅広い世代に
人気のある、爽やかで明るく柔和な雰囲気を持
つ女優・モデルの貴島明日香さんを起用して行
政書士制度 PR ポスターを作成し、各単位会や
関係機関等へ配付するとともに、貴島さん出演
の行政書士制度 PR 動画を制作し、ホームペー
ジ上で公開した。

そのほか、YouTube 広告動画を作成し、広
く行政書士制度の周知を図った結果、令和５年
３月現在までに 117 万回を超える再生回数を得
ることができた。

各単位会における活動　　　　　　　　　　　　　
Ⅰ．行政書士電話相談
　１．実施単位会
「行政書士電話相談」について回答のあった

47 単位会中、40 単位会で実施された。

２．実施日時
40 単位会から実施日の報告があり、本会の

実施要綱に基づき 10 月１日のみを実施日とし
たのは４単位会、それ以外の１日のみ実施した
のは 15 単位会。また、複数日にわたり実施し
た単位会は 21 単位会であった。

３．実施場所
27 単位会が各単位会事務局を実施場所とし、

事務局以外に支部や会員事務所等を会場として
複数箇所で行った単位会は 13 単位会であった。

４．�実施日数及び回答スタッフ（相談対応人員）
人数

期間中の実施日数は１単位会あたり平均５
日であった。回答スタッフ延べ人数は、日数や
実施形態の違いから単位会により大きくばらつ
きがあり、最も少なかった単位会は１名、最も
多かった単位会は 111 名、期間中の全国合計は
502 名となった。１単位会あたりの単純平均で
は、期間中延べ 12 名のスタッフが対応したと
の結果となった。

令和４年度「行政書士制度広報月間」実施報告
＜広報部＞
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５．相談受付件数
総数 775 件の相談が寄せられ、内訳は「権利

義務・事実証明」が 572 件（74％）、「許認可関
係」が 203 件（26％）であった。

 「権利義務・事実証明」では、「遺言・相続」
に関する相談が 338 件（59%）と最も多く、次
いで「不動産関係」89 件（16%）、「戸籍関係」
20 件（３%）、「各種契約」が 18 件（３％）、「会
計記帳・定款・内容証明」が４件（0.7%）、「知
的財産」が２件（0.3％）であった（「その他」
を除く）。
「許認可関係」では、「入管関係」が 27 件（13%）

と最も多く、次いで「農地転用」が 21 件（10%）、
「法人設立」が 16 件（８%）、「建設・風営」が
15 件（７%）「自動車関係」が９件（４%）、「土
地開発」が４件（２%）、「行政不服申立代理業務」
が２件（１%）であった（「その他」を除く）。

その他の事例として、コロナ支援対策に係る
相談や成年後見に関する相談が多く見られた。
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電話無料相談における項目別相談件数

６．問題点等
10 単位会から問題点等に関する意見が寄せ

られた。内容は、コロナ感染防止対策、相談者
数の増減に係る対応、相談が集中した際の相談
員の確保、告知方法や実施期間等について課題
を認識したとの意見があった。

その他、オンライン併用での実施、相談場所
や、相談時間の上限の設定、コロナ感染防止対
策として相談員を別の場所に配置しオンライン
会議ツールを用いて対応した、テレビ局の取材

を受けた等の意見があった（「特にない」旨の
回答及び未記入であった単位会は、計 30 単位
会であった。）。

Ⅱ．PR活動
１．イベント会場

全単位会で実施された無料相談の受付会場
は、電話と対面を合わせると全国で 1,022 か所
を数えた（前年比 73％）。そのうち、電話によ
る無料相談の会場は 249 か所、対面による無料
相談の会場は 773 か所であった。

本会が作成した行政書士制度 PR ポスターは
全国に配布され、その内訳は、単位会事務局以
外に公的施設 10,958 枚、駅・店頭 380 枚、会
員事務所 43,038 枚となった。全国総配布枚数
は 62,003 枚となった（前年比 99％）。また、チ
ラシや PR グッズを配布した単位会は 43 単位
会であった。

２．相談受付件数
電話無料相談と対面無料相談を合わせ、総

数 で 6,322 件 の 相 談 が 寄 せ ら れ た（ 前 年 比
137％）。そのうち電話は前記のとおり、775 件

（12%）、対面は 5,547 件（88%）であった。

３．広告媒体
47 単位会が、自治体広報紙（誌）を含むマ

スコミ媒体に広告を出した。内訳は、自治体広
報紙（誌）31 単位会、新聞広告 40 単位会、テ
レビ広告９単位会、ラジオ広告 11 単位会であっ
た。

一方、マスコミによる報道は、新聞報道 13
単位会、テレビ報道４単位会、ラジオ報道 10
単位会であった。

広告媒体の利用や配布物の作成等に要した経
費について、最も少なかった単位会は０円、最
も多かった単位会は 5,053,695 円で、全国総額
は 45,653,972 円であり、１単位会あたりの単純
平均は 971,361 円であった。
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北海道行政書士会

イベント会場では、相談員は抗原検査を受け、飛沫
防止パネル設置とマスク着用の上、相談会を行った。
毎年恒例の交通安全旗振り運動も天候に恵まれた。
官公署等訪問は長年継続することが行政書士制度の
周知につながっていると実感した。   （札幌支部）
当支部による無料相談の広報は、市役所を通じた小
樽市役所発行の広報誌への掲載と報道各社（16 社）
への依頼を行った。このことから、会場に来た相談
者から「広報を見た」「新聞を見た」ので来場したと
話している相談者が多数いた。無料相談会の周知が
一定の効果を出しているようである。また、無料相
談の会場は、管理会社による椅子や机の撤去があり、
密接・密集することなく終えた。特に、一名の相談
が終わるごとに念入りにアルコール消毒等を徹底し、
感染防止に配慮した。今後も感染防止に十分注意を
払い年３～４回の無料相談を実施する予定である。
  （小樽支部）
広報月間の活動として、例年どおり北見地区、網走
地区、紋別地区、遠軽地区の各理事が分散し、４地
区の官公庁、関係団体等を訪問し、行政書士制度へ
の御理解と御協力の下、ポスターとパンフレットの
掲示、設置等を依頼した。コロナ前は無料相談会も
実施していたが、昨年同様に新型コロナウイルスの
感染状況を踏まえ中止とした。２月の行政書士記念
日には無料相談会を開催できるよう企画準備を行っ
た。  （網走支部）
管内の各市役所を始めとした官公署等を訪問し、行
政書士制度の御理解と御支援のお願いを行い、併せ
て広報月間のポスターの掲示等を依頼した。各訪問

先からは快い返事をいただき、同時に行政書士制度
に対する理解を深めていただくことができたと考え
る。  （室蘭支部）
イオンモール苫小牧での無料相談会は共催している
社労士会との協議の結果、中止した。今後はコロナ
禍の中で PR活動の方向性をどうするかが課題であ
る。  （苫小牧支部）
例年、管内の官公署等約 120 か所を訪問し広報監察
活動を行っている。本年度も昨年度同様、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため訪問を自粛し、郵送
にて行政書士制度の周知を図った。  （十勝支部）
活動内容は例年どおりであった。各行政機関等への
ポスターの掲示依頼については、各所で快諾の上、
これまでどおり掲示していただいた。無料相談会は、
開催場所が市役所ということもあり来所される方も
多く、通り掛かった方から声をかけていただくなど、
行政書士の認知度を上げることにつながった。無料
相談会の開催については、より認知されるよう、リ
ニューアルする支部のホームページでも掲載してい
く。なお、相談会ではアルコール消毒液やアクリル
板を設置し、コロナ対策を施した。  （釧路支部）
昨年度はコロナ対策のため、全ての地域において郵
送にて実施したが、本年度は一部の地域は郵送とし
ながらも、多くの地域において訪問活動を行うこと
ができた。やはり各機関を訪問して、担当者に説明
する活動が広報の実を結ぶのではないかと実感した。
コロナ感染者が増えているため、状況を注視しなが
ら、退職公務員向けの案内説明のための訪問につい
ても検討している。  （根室支部）

各単位会において実施された、令和４年度広報月間事業に関するアンケート結果（全体の総評及び今後の課
題）について、御紹介いたします。

全体の総評及び今後の課題について
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秋田県行政書士会

・秋田支部の ｢やさしい相続・遺言セミナー｣ の多く
の参加者が良かったと答えており好評だったこと、
行政書士が相続業務を行っていることを認識して
いる参加者が多いことが分かった。今後も更に参
加者が増えるように、継続して各市民サービスセン
ターを周るなどしてセミナーを行っていきたい。
 ・大仙市支部では、相談来訪者が午前に集中し、相
談ブースを二つ用意していたが不足してしまった
ことが今後の課題である。　
・男鹿支部では、都合によりやむを得ず11月に無料
相談会を実施したが、次年度からは広報月間の活
動として 10 月の開催を検討したい。

岩手県行政書士会

本年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受けつ
つも、行動制限が緩和されたことを受け、昨年度は
開催を見送った街頭無料相談会を実施したほか、電
話無料相談も昨年同様の Zoom 形式にて開催した。
電話無料相談の実施に当たっては、県内テレビ局の
取材申込があったところ、当日朝に Jアラートが発
動されたことを受けて番組編成が変更され取材が
キャンセルとなった。PRの絶好の機会逃したのは大
変残念だったが、相続を中心に相談が寄せられ、相
談員が対応した。なお、電話無料相談においては、会
場となる本会事務局が「密」になることを避けるた
め、事務局には受付担当の会員二名を配置し、相談

員は個人事務所でオンライン会議システムに参加し
ながら相談を待ち、相談に回答する際には内容にマッ
チする担当相談員を選定の上、担当相談員から相談
者に架電をするという体制で開催した。また、各支
部においても相談会の開催等の活動を実施したほか、
各会員にも相談員としての対応、ポスターの掲示等
の協力をいただいた。このほか、昨年は実施できな
かった官公庁、関係団体及び報道各社等への訪問を
本年度は実施した。直接訪問したことにより、各機
関との関係を強化できたことは成果の一つと考える。

青森県行政書士会

活動に際し、新型コロナウィルス感染症予防対策を
十分に講じた上で行ったが、感染拡大状況により活
動の縮小を余儀なくされた地域もあった。昨今のDX
を鑑み、広報活動も見直しを検討すべきと考える。

福島県行政書士会

今後の広報活動のための課題と改善点は以下のとお
り。
【課　題①】広報で訴求するための明確なメッセージ
性が必要である。
【改善点①】メッセージ性を高めるため、テーマを決
めて視覚で訴求する方法を検討する。
【効　果①】広報の受け手に伝わりやすくなる。
【課　題②】 官公署訪問では、コロナの感染状況によ
り広報活動が変則的になり、広報部員と各地区担当
支部との連携に不整合が生じた。
【改善点②】広報部と支部との間で、活動について事
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前に協議・申し合わせする機会を設ける。
【効　果②】広報について、支部との共有意識・問題
意識を共有し、スムーズな広報活動につながる。

宮城県行政書士会

・コロナウイルスの感染拡大防止等のため、無料相
談会を開催しない支部があった。 

・本会では、ホームページと新聞広告にて本会と支
部の無料相談会を広報し、県民に行政書士制度の
普及・浸透を図る活動を推進した。また、本会の
活動として、包括連携協定先であるベガルタ仙台
のホーム試合にてブースを出展し、本会作成のチ
ラシ、本会と支部の無料相談会日程表、ポケット
ティッシュを配布する PR活動を行った。 

・自治体の祭り等のイベント会場内にて相談会を実
施する支部があり、多くの方からの相談に対応し、
PRすることができた。 

・本会での電話無料相談は、女性相談専用電話と一
般用電話を設置し、相談件数は権利義務・事実証
明が６件であった。支部では、官公署等へのポス
ター掲示、チラシ配布、自治体広報誌・新聞等へ
の掲載をし、相談件数は権利義務・事実証明が123
件、許認可関係が３件であった。

山形県行政書士会

無料相談会はコロナ禍の影響を考慮し、一か所で開
催するイベントでなく、県内各支部で分散して相談

会を行うなどの対応を図った（パーテーションの設
置、消毒の徹底といったコロナ感染対策を十分に講
じた上で実施した）。PR活動については、官公署へ
ポスター、チラシの配布を行った。どの窓口も協力
的で、ポスターの掲示をしていただいた。また、テ
レビ、ラジオ（会長出演）、自治体広報誌及び新聞に
て行政書士制度の周知を行った。それらの媒体を視
聴した方たちが相談会に来場されるなど、一定の効
果はあった。広報活動について、これまで相談会で
は相続分野に相談が偏っていたことから、外国人向
けの相談会など他の分野での周知を図ったが、結果
は例年同様、相続分野が大半の相談結果となり、幅
広い周知が課題として残った。

東京都行政書士会

コロナの影響が残る中での広報月間ではあったが、
３年ぶりとなる東京都庁内での暮らしと事業の無料
相談会を10月６・７日の２日間で開催した。残念な
がら着ぐるみユキマサくんは使用できなかったが、
新聞折込チラシ（都庁内無料相談会と本会33支部の
無料相談会日程を記載したもの）の配布もでき、よ
うやく以前の形に戻ってきたように感じた。各支部
においても、街頭での対面の無料相談会だけではな
く、電話無料相談も行った。本会の広報部としても、
WEBサイトやSNSを活用しての情報発信に努めた。
無料相談の内容では相続・遺言等が多かったが、成
年後見や空家対策についての相談も増えてきている。
なお、本年度は都庁内での無料相談会と同場所にて
マイナンバーカード代理申請・相談会も開催し好評
を博した。課題としては、WEBサイトや SNSでの
広報はどの程度の効果が上がっているのかがよく分
からないという点がある。相談会に来られる方は比
較的高齢の方が多く、まだ紙媒体からの情報取得が
主となっていた。今後は的確な情報発信と分析をし
ながら相談会のみならず様々な活動に取り組みたい
と考える。
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神奈川県行政書士会

３年ぶりに「行政書士フェスタ」を10月７、８日の
２日間にわたって開催した。無料相談会の会場では、
検温と手指消毒を徹底し、相談ブースは間の距離を
取り、衝立を立て、ソーシャルディスタンスを確保
した。また、相談員と相談者の間にアクリル板を設
置し、相談が終わるごとに相談ブース内の消毒を実
施し感染が起きないよう対策を行った。相談会場の
一角では、マイナンバーカードに関する相談、代理
申請を実施した。なお、例年、会場の一角ではステー
ジを設け、行政書士を紹介するステージイベントを
行っていたが、本年は“密”の状態を避けるためス
テージイベントを中止し、別会場にて落語会を開催
した。現役行政書士でもある落語家の桂雀太師匠を
お招きして、「にゃんとも頼れる！ 落語会」を開催
し、来場者数を確保した。落語会は本会ホームペー
ジで申込を開始したところ、２日で80席が満席とな
り、大盛況であった。

千葉県行政書士会

相談件数の増減の推移は前年48件の２倍ほどまで回
復したが、いまだコロナ以前の半分程度にとどまっ
ている。しかし、昨年よりも対面相談会の実施が大

幅に増え、地域によっては相談会史上最多の相談件
数に上る賑わいを見せた相談会場もあった。来年に
向けた課題は、コロナ感染拡大の対応策を念頭に置
きながら、例年の広報月間の活動も行い、フレキシ
ブルな対応ができるように準備することである。

茨城県行政書士会

・昨年作成した PRグッズのクリアファイルが大変
好評であったため、本年度もデザインを変更して
作成した。 
・広報用チラシは例年どおりA３二つ折りとし、本
年度も「相続・農地で悩んでませんか？」と大き
く掲載し農地関係を強く PRした。
 ・相談会場数はコロナ前と同水準の数となったが、
相談数は大幅に上回った。

栃木県行政書士会

例年同様に、JR宇都宮駅に横断幕を設置することを
計画したが、本県で開催される国体の関係などでス
ペースが確保できず、初めての試みとして無料相談
会を開催する場所に近い四つの駅に駅ポスターを掲
出することに変更した。10月１日は土曜日であった
が、曜日に関係なく、広報月間初日に電話相談会を
実施することとした。しかし、国体の開会式と同日
となったためか、好天に恵まれて外出日和となった
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ためか、前年の件数から激減する結果に終わった。
一方、対面での無料相談会はコロナ感染症の行動制
限が緩和されたこともあり、昨年の３会場から８会
場に増やして開催することができた。アルコール消
毒液やパーテーションの設置など感染予防策を講じ
た上での開催ではあったが、相談員もそれらの準備
には慣れ、相談者もそれを当たり前に思ってくれる
ため、今後は相談会を自粛してしまう必要はないと
感じた。時代は変化をしていくが、街の法律家であ
る行政書士に相談をしたい県民がいる限り、利便に
資するためにもそれに応じられる場を多く設けてい
こうと考えている。

埼玉県行政書士会

例年どおり、県内全23支部において対面の無料相談
会を実施した。本年は会場が31か所に増え、各支部
では９月中に公共機関へのポスター掲示や自治体広
報誌への無料相談会案内の掲載をお願いした。また、
テレビ埼玉に関口会長と湯澤業務受託委員長が出演
し、行政書士制度並びに広報月間無料相談会の PR
を行った。視聴者プレゼントとしてユキマサくん
グッズを用意したところ、応募多数で抽選となった。
各相談会場ともマスク着用はもちろんのこと、アル
コールや衝立を用意し、小まめに机や椅子の消毒を
行うなど感染予防策を講じた。全体の相談件数は昨
年から 112 件増え、コロナ禍以前の数字に近づいて
きている。相談内容としては遺言・相続が全体の７
割を占めている。相談会の告知を広報誌からホーム
ページへと切り替えた自治体もあり、世代によって
は相談会の情報が届きにくくなっているケースが見
られた。次年度以降はこうした変化に対応すべく、
様々な媒体を利用して PR活動を行い、行政書士制
度の周知に取り組んでいきたい。

群馬県行政書士会

本会では電話３台を臨時に設置して電話相談を行い、
各支部では対面相談会を実施した。支部の対面相談で
は、来場者の多い会場ではあらかじめ番号札を用意し
て対応し、来場者の誘導に役立った。また、事前予約
制にした支部では、来場者を待たせることなく対応す
ることができた。今後は、相談者の多い場所は定期的
な相談会の実施や街頭キャンペーン・街頭無料相談会
の開催についても検討していきたい。例年の無料相談
会から「終活セミナー」に変更し開催した支部があり、
おおむね好評の感想を得た。昨年度の対面相談件数
（106件）と本年度の同件数（104件）を比較すると前年
比 98.1％であった。相談内容構成比率は、遺言相続
（69.6％）・不動産関係（13.7％）という状況であった。 

長野県行政書士会

無料相談会に一定数の応募があり、PR活動の効果が
得られたこと、また、エリアごとに柔軟な実施方法を
選択し適切に対応できたことが良かった点である。悪
かった点は、広報について検討するタイミングが遅く
なり、選択肢が限られたことである。電話相談につい
て、事前受付を行ったことで、相談内容を事前把握
でき、的確に役割分担することができた。今後の課
題は、相談内容が高齢者からの相続･遺言関係に偏っ
ており、これは広報手段が若者離れの指摘されてい
る新聞広告に限られていることも一因ではないかと考
えられ、次年度は行政書士の更なる社会的認知度向
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上のため、SNSなどの新しいメディアの活用を積極
的に試したい。広報費用と効果との兼ね合い、広報
の方法の検討、コロナ禍における無料相談会の対面
開催と電話開催の判断についても課題である。

山梨県行政書士会

コロナの感染状況により、電話相談で行ってきた相談
会を今回は対面で開催した。全ての支部で対面で開催
できたことを喜ばしく感じる。コロナ禍で行った電話
相談会も、普段は相談会場まで足を運べない方にとっ
ては良い機会になったようであり、ハイブリッド（会場
と電話）相談会という形式のヒントになった。相談会
の告知方法については、市町村広報誌が媒介になって
いるケースが９割と言っても過言ではない。広報誌は
スペースの問題もあり、必ず掲載してもらえるか分か
らない点など、広報ツールとして安定感がない。定期
的な相談会として掲載を依頼するなど、今後、広報誌
への掲載を確実にしていくことが最も重要な課題だと
思われる。ポスターの配布について、本年は全ての会
員事務所への配布はせず、希望者にのみ配布した。こ
れまでは無条件に会員に１枚ずつ配布していたが、自
宅の一部を事務所にしている者が多く、実際ポスター
を掲示していない会員がいるということから、実態調
査も兼ね、試験的に無条件配布を取りやめた。今後、
ポスターの配布についても検討が必要かと思われる。

静岡県行政書士会

静岡会では、昨年と同様に静岡新聞題字下広告・テ

レビスポットCMを実施した上、新たな試みとして
若年層の著しいテレビ離れに対してラジオCMを制
作した。耳からの広報及びラジオ取材型番組「SBS
ラジオスクーピー」を企画、実行するとともに検索
連動型（WEB）を利用した広報活動を行った。また、
変わらないコロナ禍ではあったが、感染対策を実施
しながら全 17 支部で 38 回の無料相談会を実施し、
各市町広報誌にその旨を掲載いただきPRに努めた。

新潟県行政書士会

新型コロナウイルス感染症対策として、衝立、消毒
液を用意し、マスク着用、事前の体温計測、相談終
了後の机、椅子の消毒を徹底した。来場のきっかけ
が、新聞折込チラシ、自治体広報誌を見ての参加が
多く、PR効果が感じられた。

愛知県行政書士会

本年は10月１日に愛知県行政書士会館において、運
営３名・相談員７名で電話相談会を開催した。相談
会の広報活動は例年どおり行ったが、他の相談会と
競合したのか本年度は相談件数が極めて少なかった。
ただ内容的には、やはり相続・遺言手続関係がメイ
ンで悩まれている方が多いと感じられた。このよう
な方々のためにも次年度は広報活動を少し工夫して、
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より多くの方が相談会を知り、かつ相談できるよう
環境を整えた上で相談会を開催したいと思う。

岐阜県行政書士会

近年の広報月間における岐阜会の取組は、本会が電
話相談、各支部が会場での相談会という傾向がある。
昨年度の相談会のような一部自粛とは異なり、各会
場で相談会が実施された。本会の電話相談会は新聞
広告や市広報誌への掲載等の効果もあり、平日一日
開催で23件の相談に対応した。相続や農地法手続等
について、相談員の日頃の経験を基に貢献できたも
のと考える。各支部が主催した会場での相談会は、
行政書士会単独で行った支部もあれば、同じ地区の
三士業合同で行った支部もあり、各支部で趣向を凝
らして取り組んだ。中でも、ショッピングセンターを
会場とした相談会には、多数の方が来場された。ま
た、行政書士制度ポスターを一部の郵便局に有料掲
載した。広報月間（10 月）だけでなく、年賀状シー
ズンの年末年始も掲載できるため、多数の来客者の
目に留まり、印象に残る機会としたい。最後に、会
としての広報は、各個人（事務所）ではできないこと
等を団体広報として行うことによって、行政書士の
役割の周知などを行っていくということに意義の一
つがあると考える。他単位会の活動も学びながら、
今後も工夫して取り組んでいきたい。

三重県行政書士会

新型コロナウィルス感染症の影響で、昨年度は無料

相談会・グッズ配布を中止する支部が多かったが、
本年度から再開する支部が多く、中には３年ぶりに
開催した支部もあった。ただ、開催の実施について
直前まで判断ができず、広報誌への掲載依頼など周
知活動が思うようにできなかった支部もあった。無
料相談会・グッズ配布の開催については、支部ごと
に公共施設やショッピングセンター、お祭り会場な
ど様々な場所で実施しており、お祭り会場での相談
会では、飛び込みでの相談者も多く、広く市民に向
けた行政書士の PRになった。また、他士業合同の
相談会などもあり、他士業の方に向けた広報活動に
もなり、大変有意義であった。今後の課題としては、
ショッピングセンターなどでの相談会開催の場合、
「行政書士による無料相談会」だけでは、何について
相談できるのかが分からない部分もあり、相談会場
ののぼりなどに、具体的な相談事例を記載するなど、
周知方法に検討が必要と感じた。

福井県行政書士会

コロナワクチン接種のため前年使用できなかった市
役所ホールが本年は使用できた結果、相談者が大幅
に増加した。各会場とも前年同様アクリル板、消毒
剤を用意し、コロナ感染予防対策を講じて相談会を
実施した。相談内容は例年どおり相続関係の相談が
多かった。テレビ、新聞等の報道機関には、相談会
用のチラシを作成し、それを持参してPRに努めた。
新聞広告に加え、本年はテレビCMも流し、行政書
士の PRを図った。
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石川県行政書士会

石川会では、本年度は新型コロナウイルスの感染状況
が落ち着いてきたこともあり、対面での相談会を感染
予防に注意しながら実施することとした。電話相談に
ついても例年どおり実施し、主に相続関係の相談が多
くみられた。また、昨年度に引き続き、Zoomを利用
したオンライン相談を実施したが、相談は０件であっ
た。このオンライン相談はコロナ禍において有用であ
るとともに、遠方にお住まいの方にとって、相手の顔
を見て相談したいというニーズがあることも判明した
ため、この形式の相談会は今後も続けていきたい。ま
た、本年度は相談会の集客というよりも、行政書士制
度を周知する広報活動に重点を置き、新聞広告では
「数字で見る行政書士」をテーマに県内の行政書士の
分布や相談会の相談内容別の件数推移等を掲載し、行
政書士に対して興味を持っていただけるような広告デ
ザイン（全 15 段カラー広告）を制作・掲載した。ま
た、急速に進む電子化の中で、本当に困ったときに頼
りになるのは人（行政書士）であるということをテー
マとしたテレビCMを、昨年度に引き続き放映した。
今後の広報活動の形式は、コロナ感染症の状況によっ
て大きく変わっていくと思われるが、その時の状況に
応じた広報活動を模索しながら、本当に必要として
いる方に届くような情報発信を行っていきたい。

富山県行政書士会

相談会の告知方法は回覧板の効果が非常に高く、コ

ロナ禍の中でも多くの方が来場された。可能であれ
ば、多くの地域でも導入の検討をしたいところであ
る。相談内容は、遺言相続が最も多いが、身近な諸
問題についての相談も寄せられ、相談内容の幅が広
がっており、行政書士への期待感が高まっているよ
うに感じる。コロナ対策としては、各相談ブース間
にパーテーションを設置し、相談者と相談員の間に
はアクリル板を設置した。問題点としては、マスク
とアクリル板越しという条件では、声が聞き取りに
くく、特に屋外の相談会場の場合は、周囲の雑踏も
あり、非常に聞きづらいことが挙げられる。相談
ブースの条件や場所の選定などの検討が必要である。

滋賀県行政書士会

コロナ禍による制限が緩和されたことにより、無料
相談会の相談件数が昨年より増加した。相談会に参
加される方は、高齢の方が多く、対面で開催される
ことに満足いただいている様子だった。各関係機関
への訪問活動も、対面で実施できたことにより、よ
り良い周知活動につながったと感じている。改めて、
直接会い、話すことの大切さを認識した。

大阪府行政書士会

大阪メトロ（地下鉄）の車内ガイド放送を実施した。
車内ガイド放送では、谷町四丁目駅において「行政
書士による無料相談、大阪府行政書士会にお越しの
方は次の駅をご利用ください。」のアナウンスが流
れ、広報月間の一か月で約１万１千回放送された。
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車内ガイド放送は、一般市民に対する行政書士の知
名度向上にもつながり、有用であると考える。その
他、例年行っている関係各所へのポスター等の掲示
依頼や無料相談会を開催した。関係各所への訪問で
は、行政書士制度のアピールのみならず、担当者と
意見交換を行うことができる貴重な機会となった。
また、無料相談会は一般市民が多く集まる大規模商
業施設や区民まつりに出展したことから、パーテー
ションの設置、アルコール消毒の徹底等を行い、感
染防止に配慮が必要であったが、多くの相談があり、
行政書士が行う各種業務及び社会貢献に関する取組
について、広く広報することができたと感じている。

京都府行政書士会

京都会及び各支部において、行政書士制度広報月間
PR ポスターを持参し、関係各所に掲出依頼の訪問
を行った。昨年度に引き続き、ポスター配布の合理
化を図る一方で、本年度中に京都市へ移転される文
化庁関連部署への訪問を実施し、文化庁に対する行
政書士制度のPRへの足掛かりにすることができた。
無料相談会においては、新型コロナウイルス感染対
策の影響は少なからずあり、地域によっては未だに
施設等の使用が制限されている。一方で京都市との
共催事業で行っている「終活セミナー」では、テー
マを「樹木葬、納骨堂など永代供養のいろいろ 改
葬・墓じまいの手続き」として開催したところ、人
数限定での開催ではあったが、募集開始から問合せ
と予約が殺到した。このことから、改葬・墓じまい
等について一般市民の関心が高いことがうかがえる。 
今後の広報活動は、広報媒体が多様化している中で、
様々な媒体を視野に入れて、より効果的な方法で
行っていきたいと考える。

奈良県行政書士会

コロナウイルス感染症の対応により、戦略的な広報
活動の予定を立てることは困難であったが、関係各
所の協力の下、実施した法教育については、好評
だったので良かったと思う。新しい情報発信の在り
方を検討していきたい。

和歌山県行政書士会

本年も例年同様、県下８支部において広報月間中に
各官公署（県庁、市町村役場、警察署、保健所等）の
各担当者を訪問し、行政書士制度のPRを行うととも
に、非行政書士排除の要請も行った。今回も、新型
コロナウイルス感染拡大防止の観点から、必要最小
限の人数での訪問となった。このような状況下でも、
やはり担当者の方々と対面での意見交換、情報交換
をすることが官公署との良好な関係構築につながると
考えており、今後も引き続き積極的な広報活動に努め
る。なお、本会主催の無料相談会はイズミヤ和歌山
店にて開催したところ、相談件数 11件となった。や
はり、無料相談会はできる限り、地元密着でかつ来店
のお客様が多い方が、相談件数も増えることがよく分
かった。この実績を基に、相談会場も精査していく。
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兵庫県行政書士会

コロナ感染症の影響がまだ残るものの従来の生活に
戻りつつあり、無料相談会でもコロナ禍前の件数に近
づいてきた。感染予防対策として、相談会ではアクリ
ル板や消毒等は変わらずに実施した。本年度の広報
月間では兵庫会のSDGsの取組をアピールするため、
企業向けにパンフレット、市民向けにポケットティッ
シュを作成することでPRを図った。また、昨年度に
引き続き、セミナーをハイブリッド形式で開催し、
YouTube配信も併せて行い、会場外の方も見られる
ようにした。ハイブリッド開催は、地域外や遠方の方
も参加できるようになる一方、会場参加が減少してし
てしまう傾向にある。今回は参加者特典を制作するな
どの工夫で会場参加を促した。今後の課題としては、
商工会や商工会議所等の事業者とつながれる情報発
信連携先を増やしていく必要があると感じている。

鳥取県行政書士会

都市部を中心に、新型コロナウイルスのオミクロン
株BA-５の急激な感染拡大の波が押し寄せ、人を参
集させる全ての活動が懸念される状況の中、官公署
訪問、無料相談会（電話、対面型）は従来から行政書
士会にとって重要かつ継続が必要な活動であること

から、感染防止対策に万全を期して少人数ながら官
公署は単独訪問、その他関係団体等は広報資料等の
郵送配布、対面型無料相談会は予約制により実施し
た。感染の収束が見通せない状況の中、次年度は更
なる活動の縮小が予想され、平素の広報・活動の在
り方を模索する必要がある。引き続き開発許可申請
実態調査を行ったが、都市部の窓口において「本人
確認」が行われておらず、誰が持参しても受理して
いる状況が見受けられ、「今は押印不要ですよ」等と
言う窓口もあり、押印不要の制度が申請受理実務の
窓口において、代理行為への理解を一層混迷させて
いる原因と思われ、更なる官公署との良好な関係を
保持する努力の必要性を感じた。

島根県行政書士会

Zoom などを活用した無料相談、新聞広告、チラシ
の配布、ケーブルテレビでの PR、業務案内パンフ
レットの刷新、業務 PRシールの作成、車両にマイ
ナンバーカード代理申請手続事業の PR広告を掲載
するなど、コロナ禍において訪問先、相談者に配慮
した広報活動を行うことができた。特に、マイナン
バーカード代理申請手続事業における車両への PR
広告の掲載は、メディアにも取り上げられ、県会と
して新しい広報活動に取り組むことができた。

岡山県行政書士会

今後の課題としては、より効率的な広報活動が行え

2023. 4　No.605　日本行政　24

Topics

05_日本行政4_Topics-4.indd   2405_日本行政4_Topics-4.indd   24 2023/03/09   19:402023/03/09   19:40



るように広報活動内容、広報媒体、訪問先について
精査を行っていきたいと考える。

広島県行政書士会

今回初めて本会主催の相談会を広島市地下街シャレ
オにて開催し、多くの相談者が来場した。県内有数
の人通りの多い場所のため、通行人にも PRするこ
とができた。また、本会主催の相談会には、公証人
に相談員として参加いただき、相談に応じていただ
いた。新聞とラジオに広告を掲出し、本会・支部の
相談会について日時・場所等を告知し、更にラジオ
番組へも出演し、相談者増のための広報活動を行っ
た。次年度は本会主催の相談会の日数を一日から二
日に増やし、更なる充実を図るとともに、相談者を
更に増やしていく方法がないか検討していきたい。

山口県行政書士会

相談内容は、電話・対面相談と共に「遺言・相続」
に関するものが多かった。相談会の広報については
相談者の年齢層も高いことから、自治体広報誌を活
用した。相談件数増加の効果があり、今後は、有料
の広報誌以外にも、町内会の回覧等の活用を検討し
ても良いかと考える。また、依頼者とのコミュニ
ケーション能力についても、向上させていく必要が
あると感じている。 

香川県行政書士会

行政書士制度広報月間における対面無料相談会は他
仕業との合同となるため、新聞広告や各自治体広報
誌も連名での掲載となった。相談会の PRはできて
も行政書士会の独自性は担保されないため、行政書
士会単独で行う無料電話相談会についても広報誌へ
の掲載依頼を行った。相談会利用者へのアンケート
から、新聞や広報誌の広告効果が高いことが分かっ
たため、今後も有効な活用方法を考えたい。なお、
対面無料相談会は実施場所により相談件数にばらつ
きがあるため、実施場所などについては、今後、他
士業とも検討していきたい。官公署訪問については、
各自治体などへのアポイントの取り方の難しさを痛
感した。

徳島県行政書士会

徳島県ではコロナも少し落ち着いていた時期という
こともあり、対面による相談会への来場者もここ数
年に比べて増加した。電話相談、対面相談共に、や
はり相続に関する相談が多く占めており、宣伝広告
に注力しなければならない業務が相続関係であるこ
とは、例年の傾向どおりである。 相談会後、相談者
からの実際の業務依頼がどの程度あるのか等、情報
分析を行い、業務獲得へつながるような方法の検討
が必要と考える。
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高知県行政書士会

相談会に関しては、相談数合計は東支部、高知支部、
西支部、幡多支部と併せて６件であった。会場に関
しては、なるべく人が集まる場所が好ましいが、本
年度もコロナの影響がある中、開催中止も視野に入
れて予約制にした支部もあり、相談者を多く募るこ
とに関して難しい面があった。また、事前告知が少
し遅れたことも相談者の数に影響を与えたと感じて
いる。コロナの影響が続く場合における相談会の開
催方法や周知に関しては、引き続き検討していく必
要があると考える。その他、広報月間中に行ったPR
活動としては、関係機関に対する挨拶回りを行った。
コロナ禍ということもあり、なるべく少人数で回っ
た。県内行政書士が日頃お世話になっている場所に
はおおむね訪問することができた。関係機関によっ
ては様々な情報交換ができたところもあり有意義で
あった。

愛媛県行政書士会

広報月間前のイベントがことごとく中止となり、事
前告知の機会が少なくなったためか、相談件数が低
下した。前回、新聞を見て来場した相談者が非常に
少なかったため、新聞での告知を廃止したが、これ
も原因の一つであることも視野に入れて検討する。

福岡県行政書士会

本年も新型コロナウイルス感染拡大の影響を受ける
中、感染がやや収まった10月に、無料相談会や新聞
広告など、例年どおり展開したところ、十分な感染予
防対策の下、昨年度より無料相談会の相談者数が増
加するなどの成果があった。また、本会も参加してい
る市民のための「行政相談」を実施する総務省九州
管区行政評価局の局長と本会会長との対談を新聞広
告として掲載し、その中で行政書士の業務や市民生
活に直結する役割を効果的にアピールすることができ
た。今後もより工夫を重ね、行政書士の認知度を高
め社会的地位向上につながる広報活動を進めたい。

佐賀県行政書士会

久しくコロナの影響を深刻なほど考えずに開催でき
た広報月間であった。とはいえ、土地柄高齢者の方
が多い地域もあり、県内各支部主催の相談会の開催
については各支部での判断に委ねた。その結果、６
支部中２支部で開催を見送ることとなった。相談会
全体としては電話相談１件、対面相談６件であり、
支部ごとの全ての相談会の合計よりも、国際フェス
タというイベント一つでの相談件数の方が多かった。
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イベントは県を挙げての PRに対し、本会主催の相
談会は広報力の弱さが目立った。次年度はSNS等で
の PRの検討も必要ではないかと感じた。

長崎県行政書士会

・地元長崎新聞に「行政書士広報月間」のお知らせ
を掲載した。 

・地元NBCラジオで、10 月の広報月間期間中、毎
日一日５本までのCMを実施した（CM20秒→100
文字、60 秒→原稿読み 300 ～ 400 文字）。※AM
と FMで聴くことが可能。 

・昨年に続き、行政書士広報月間に係る長崎県の許
認可関係の部署６か所に対し、挨拶、電子化の進
捗状況確認、行政書士制度の広報活動を行った。

熊本県行政書士会

コロナ感染者数も落ち着いており、電話無料相談及び
対面による無料相談を計画どおり行うことができた。
また、市民公開講座については、昨年度同様、２月の
行政書士記念日の時期に合わせて行うこととした。相
談者数については、支部主催のものも含め例年より多
い人数となった。広報に関しては新聞がメインとなり、
本会のホームページや SNSなどでも広報を行った。
支部主催の相談会についても、支部独自で自治体の広
報誌に掲載依頼している支部も多いことから、相談者
は新聞や自治体の広報誌を見て来られる方が多く、年
配の方が多い傾向にある相談会においては、紙媒体で

の広報が以前として有効に感じる。インターネットを
活用した広報に関しては、まだいかしきれていないと
ころがあり、引き続き有効な活用方法を検討していき
たい。広報の成果として行政書士の知名度は上がって
きているように感じるが、行政書士がどのような業務
をしているかまでは認知されておらず、今後は業務内
容についての広報活動も重要であると感じた。

大分県行政書士会

相談件数は例年並みだった。広報月間中の相談内容
としては、相続・遺言の相談が突出して多かった。相
続・遺言業務だけでなく、行政書士の幅広い業務に関
する県民への周知を継続して行っていく。頼れる街の
法律家として、業務全般で相談してもらえる環境づく
りの難しさ・大切さを感じた今回の広報月間だった。

宮崎県行政書士会

対面相談と電話相談を各支部の判断に基づき行うこと
とした。対面相談は３年ぶりで、電話相談に比べ相談
者の反響が良く、直接対面することで相談者の安心感
が保たれ、率直な質問がなされた。各支部での相談
会のほか、広報月間を通して各会員の事務所でも無料
相談に応じた。また、相談者や対応する行政書士が
密にならない様、電話相談、対面相談それぞれ事前
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予約制で相談を受け付ける支部もあり、感染対策に努
めた。相談会全体では、電話相談が 40件、対面相談
が28件であった。PR活動としては、県下７支部各々
の相談会概要が一覧表示されたチラシ・ポスターを活
用し、県政記者室へプレスリリースの情報提供、市の
広報誌への掲載、新聞広告掲載、新聞の折込チラシ
として配布、県内主要郵便局でのポスター掲出等のほ
か、２市３町のホームページにバナー広告を出しPR
を行った。感染状況が回復しないため、官公署訪問を
控える支部があった。例年よりPRできたと感じる一
方、相談件数が多くなかった支部では、これまでの相
談者募集方法の見直しを行う意見や、市民の目に留ま
りやすい開催場所を再検討する等の意見が出た。

鹿児島県行政書士会

電話相談については５件の相談があった。また、対

面相談については、コロナ禍ではあったが、新聞告
知の効果もあり、前年より予想を上回る相談者の方
が開始時間と同時に訪れ、認知度が上がったと感じ
た。

沖縄県行政書士会

相談会の広報として本会ホームページへの掲載及び
新聞２紙への広告掲載を行った結果、新聞及びホー
ムページを見たとの電話相談の予約があり、効果を
感じた。

　各単位会におかれましては、令和４年度「行政書士制度広報月間」に際し、行政書士制度の普及・浸透
を図るべく、精力的に広報活動を展開していただき、厚く御礼申し上げます。
　本年度も引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中ではありましたが、前年度に比べ行動制限
が緩和され、感染対策を徹底した上で、無料相談会を始めとした各種広報活動を実施していただきました。
　一部地域においては、未だ新型コロナウイルスの影響により無料相談会の開催を見送るなど、通常どお
りの広報活動が困難な状況であったことも報告されました。しかしながら、全国的に見ますと、コロナ禍
により前年度までは電話無料相談のみの実施としていたところ、本年度は対面の無料相談会の実施に切り
替えた単位会や、毎年恒例であったイベント事業や官公庁や関係団体等への訪問を再開した単位会など、
少しずつではありますが、通常の広報活動が戻ってきているように感じました。
　コロナ禍により、電話相談やオンライン会議システムを用いた相談会の実施など、対面以外でのツール
の有用性を感じる一方で、対面で相談者と顔を合わせ、場の空気を感じ取りながら対話することの大切さ
もより実感できたことと思います。
　私たち行政書士は、国民の利便に資するため、時代の変化に対応しながらも、“街の法律家”として地域
に根ざした活動を継続的に行っていくことが何よりの広報活動であると考えています。
　日行連広報部としましても、デジタル化が進む昨今におけるオンラインツールも併せた広報活動の在り
方を模索し、各単位会の広報活動の支援につなげてまいりますので、引き続き御理解、御協力のほどよろ
しくお願い申し上げます。

総　括
＜広報部＞
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１．�実施単位会
45 単位会で実施。

２．�実施日時
広報月間の実施にあたり、日行連の実施要綱
では９月１日から同月30日までを準備期間、10
月１日から同月 31 日までを実施期間とした。
実施要綱に合わせ準備を行った単位会は34単
位会、期間を延長ないし、ずらして実施した単
位会は３単位会であった（期間の定めがない単
位会は８単位会）。
実施要綱に合わせて実施した単位会は
34 単位会、期間を延長ないし、ずらして
実施した単位会は４単位会であった（期間
を限定せず通年で活動している単位会は
７単位会）。

３．�単位会として特に注力したテーマ・
活動
特に注力したテーマを農地法関係とし
た単位会は 29単位会で最も多く、次いで
運輸交通関係が 22単位会、建設業関係が
18単位会、権利義務関係が14単位会、事
実証明関係が 10単位会、都市計画法関係
が９単位会、風営法関係及び産業廃棄物
関係が各６単位会、入管法関係が５単位
会、公有地関係が３単位会、知的財産関
係が１単位会であった（複数回答含む）。
また、特に注力した活動として、官公
署関係への活動とした単位会が37単位会、

無料相談とした単位会が23単位会、関係団体へ
の活動とした単位会が15単位会、媒体活用とし
た単位会が14単位会であった（複数回答含む）。

４．�期間中の具体的監察活動
行政書士制度広報月間中における具体的な監

察活動は、以下のとおり。
■摘発・排除活動
注意 11 件（７単位会）、勧告０件、警告１件

（１単位会）、告訴０件、告発０件、その他28件

令和４年度行政書士制度広報月間中に各単位会が実施した監察活動の結果についてまとめました
ので、以下に概要を御報告いたします。
なお、この結果は各単位会から御報告いただいたデータを基に集計したものです。

令和4年度「行政書士制度広報月間」監察活動報告
＜法規監察部＞

その他
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公有地関係
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風営法

都市計画法
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建設業
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（７単位会）。
■官公署に対する申入れ
官公署に対する申入れの総件数は674件あり、
その内訳は、広報月間実施の援助協力（文書発
出等）311件、非行政書士の実態調査（申請書類
の閲覧等）37 件、窓口規制表示板（設置・継続
等）202件、窓口における会員名簿（交付・差替
等）95 件、その他 29 件であった。
各申入れ先の主な内訳は、以下のとおり（上
位５項目まで）。
◇�文書の発出等による広報月間実施の援助協力
では、市町村が 39 単位会、都道府県庁が 38
単位会、警察署・農業委員会が各 35 単位会、
運輸支局が 33 単位会。
◇�申請書類の閲覧等による非行政書士の実態調
査では、市町村が９単位会、農業委員会が８
単位会、都道府県庁が７単位会、運輸支局が
５単位会、土木事務所が４単位会。
◇�窓口規制表示板の設置・継続等では、市町村
が 33 単位会、都道府県庁・警察署が各 28 単
位会、農業委員会が27単位会、土木事務所が
23 単位会。
◇�窓口における会員名簿の交付・差替等では、市
長村・農業委員会が各13単位会、警察署が12
単位会、都道府県庁・保健所が各 11単位会。
◇�その他の申入れでは、市町村が６単位会、警
察署・農業委員会・運輸支局が各４単位会、
保健所・土木事務所が各３単位会。
なお、官公署に対する申入れにおける活動成
果では、「成果は大きかった」が10単位会、「成
果は少しあった」が 22 単位会、「成果はなかっ
た」が４単位会、「その他」が３単位会であった
（複数回答含む）。
■各種団体に対する申入れ
各種団体に対する申入れの総件数は 185 件あ
り、その内訳は、広報月間実施の援助協力（文
書発出等）147件、非行政書士の実態調査（申請
書類の閲覧等）１件、窓口規制表示板（設置・継

続等）５件、窓口における会員名簿（交付・差替
等）19件、その他13件であった。各申入れ先の
主な内訳は、以下のとおり（上位３項目まで）。
◇�文書の発出等による広報月間実施の援助協力
では、商工会等が21単位会、自動車販売店協
会等が 16 単位会、司法書士会が 15 単位会。

◇�申請書類の閲覧等による非行政書士の実態調
査では、商工会等が１単位会。

◇�窓口規制表示板の設置・継続等では、商工会
等・その他が各２単位会、自動車販売店協会
等・建設業協会等が各１単位会。

◇�窓口における会員名簿の交付・差替等では、
自動車販売店協会等・商工会等・宅地建物取
引業協会等・司法書士会・その他が各２単位
会。

◇�その他の申入れでは、自動車販売店協会等・
建設業協会等・商工会等が各３単位会。
なお、各種団体に対する申入れにおける活動

成果では、「成果は大きかった」が３単位会、
「成果は少しあった」が 18 単位会、「成果はな
かった」が 16 単位会、「その他」が３単位会で
あった（複数回答含む）。

５．�道路運送法関係業務に係る監察的広報に関
する調査

（１）活動の有無について
令和４年度の広報月間においては、道路運

送法関係業務に関する調査の実施を推奨した。
これに基づき、都道府県に対する調査を実施
した単位会は 11 単位会であった。
なお、令和４年度の広報月間において、農地
法に係る許認可申請業務に関する調査を実施
した単位会は６単位会、その他の業務に関する
調査を実施した単位会は５単位会であった。

（２）結果
調査を実施した11単位会のうち、９単位会

が都道府県からの回答を得た。集計結果は、
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以下のとおり。
申請件数（総数）�･･･････････････ 1,621 件
本人申請 �･････････････････････ 1,235 件
代理人（行政書士）申請 �･････････ 236 件
代理人（他士業）申請 �････････････ 10 件
代理人（その他）申請 �･･･････････ 140 件
※�具体的に各申請件数の回答があったもののみ
を集計。

※�代理人（その他）申請には詳細不明のものを含
む。

（３）分析
本調査は、各地の実情に応じた調査の実施方
を推奨したもので、実施単位会は 11 単位会で
あった。おおむね本人申請数と比較した場合、
行政書士の関与の度合いが低かったことが判明
した。また、自動車関連団体等の非行政書士が
代理人として手続をしている事例があったこと
も判明した。今後、行政書士が自らの業務とし
て行っていることを更に周知していく必要性が
高いことを裏付けるとともに、非行政書士に対
する監察方法として、警告等の措置に加え、都
道府県警への申入れを行う等の措置も必要であ
ることを認識する結果となった。

６．�具体的な対策及び結果
他会の参考となるような効果的な取組内容や

事例を調査したところ、７単位会の回答のうち、
おおむね３点に集約できた。１点目として、役
所の窓口対応について、チラシ、ポスター、非
行政書士排除プレートの設置依頼、行政書士証
票の確認依頼、個別の業務に対応できる会員リ
ストの配布をすることで、窓口での適正化が進
んだ。特に、農業委員会での行政書士代理申請
の浸透に成果があった。２点目として、市町村
長に面会したことで、行政書士の活用機会が増
えた。３点目として、インターネット上で非行
政書士が行政書士と誤認させるような表記をし
ていたことを受け、単位会から警告書を送付し
たところ、後日、悔悛し、行政書士登録を行い
会員となった。以上のように一定の成果が認め
られた事例を参考として、他会においても今後
の事業活動を検討されたい。

７．�今後の課題
各単位会から寄せられた報告書における課題を
俯瞰すると、①「調査・排除の方法論」（窓口で
の調査方法や違反者への具体的対応方法など）・
「行政窓口以外の者への周知」（行政書士制度の
認知度向上の必要性など）が最も多く、次いで、
②「行政窓口の理解」（行政窓口との協力体制の
構築や行政書士制度への理解など）、③「情報開
示の問題」（法的根拠がないことによる調査権限

道路運送法関係業務申請者の内訳

代理人申請
（他士業）
1%

代理人申請
（その他）
9%

代理人申請
（行政書士）
14%

本人申請
76%

31　日本行政　2023. 4　No.605

Topics

05_日本行政4_Topics-5.indd   3105_日本行政4_Topics-5.indd   31 2023/03/09   19:402023/03/09   19:40



の有無）・「コロナ禍における活動」（コロナ禍に
おける活動の拡充）等と続いている。以上の点
が、今後対応すべき主な課題ということになる。
調査・排除の方法論を課題として挙げた単位会

では、窓口規制表示板の設置やポスターの掲示、
行政窓口との関係構築により一定の効果が得られ
ているとの回答が見受けられたが、一方で非行政
書士排除の申入れだけでは効果が低く、新たな取
組を実施していく必要があるとの意見があった。
また、行政窓口の理解、行政窓口以外の者へ

の周知を課題として挙げた単位会では、継続的
な活動により、窓口での本人確認が徹底できて
いるとの回答がある中、行政書士制度に対する
認識・理解が低いこと、また、窓口担当者が一
定期間で異動することによって、理解してくれ
ても一時的なものになってしまうとの回答も
あった。現状、行政との関係構築が円滑に進ん
でいる単位会においても、行政手続のデジタル
化により、監察活動がより一層困難になるとの
懸念も見受けられた。

課題 件数
調査・排除の方法論 ５
行政窓口以外の者への周知 ５
行政窓口の理解 ４
情報開示の問題 ３
コロナ禍における活動 ３
会員の理解・人員の問題 ２
他団体との関係 １
その他 ３

（※複数回答含む）

８．�総　評
令和４年度は、役所へ直接訪問して対応した
単位会と、コロナ禍の影響により監察活動があ
まりできなかった単位会とに二分されたが、お
おむね次の３点を総評としたい。第一に、広報
監察活動については、役所からの一定の協力と
成果が得られた。その中で、日行連会長名義の

協力要請文書が行政の協力依頼に説得力があっ
たという意見があった。第二に、単位会独自の
施策の中でコロナ禍でも参考になると思われる
事例があった。一例として、市町村に対する請
願活動により、行政窓口の適正化に寄与したと
いう事例、県内の農業委員会のホームページに
「非行政書士行為について」を掲載してもらうこ
とで、未然に非行政書士が書類作成をすること
を防ぐ効果があったという事例、情報公開請求
により、非行政書士の申請を発見することがで
きたという事例があった。第三に、今後の広報
監察活動に関する課題として、日行連の参考に
なると思われる提言が含まれていた。一例とし
て、弁護士法74条２項と同様に、行政書士法１
条の２に定める業務の取扱いの表示又は記載の
禁止規定を設ける必要があるのではないかとい
う提言、厳格な運用と摘発事例の積み重ねによ
り、行政側の認識を全国的に統一されたものに
しなければならないのではないかという提言、
デジタル化の影響により、法違反者が潜在化す
るため、広報的監察活動にシフトしていかざる
を得ないのではないかという提言があった。
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Informat ion

スケジュール

受講方法

一般倫理研修に関するお知らせ

1

令和 5年 3月 15日（水）　�一般倫理研修　�
中央研修所研修サイトにて配信開始

①�中央研修所研修サイトにログイン�
（初めて利用される場合は新規登録が必要です。）

③�修了証を
　ダウンロード !

令和 6年 3月 31日（日）　一般倫理研修　受講期限※

※令和5年 8月 31日時点に会員である者の期限

令和 5年 8月 31日（木）〜

・一般倫理研修　受講義務化
・「職務上請求書の適正な使用及び
�　　　　　　取り扱いに関する規則」
�　　　　　　　　第 22条の改正規定施行

所属の行政書士会で
職務上請求書を購入する際、
一般倫理研修の修了証が
必要となります！

本誌 2022 年 12 月号（No.601）にて御案内のとおり、日本行政書士会連合会会則の改正が、令
和４年８月 31日付けで総務大臣から認可されたことに伴い、令和５年８月 31日から一般倫理研
修の受講が義務化されることとなりました。
当研修の配信スケジュールや受講方法については、以下を御参考の上、受講していただきますよ
うよろしくお願いいたします。

＜総務部・中央研修所＞

中央研修所 
研修サイトは 
こちらから

より詳しい受講方法については、中央研修所研修サイトに掲載
している『中央研修所研修サイト利用マニュアル』（一般倫理
研修）を御覧ください！

令和５年８月31日以降、
職務上請求書を
購入する際に
必要となります！

②�一般倫理研修を受講（３時間程度）
中央研修所研修サイトで受講できる環境がない
場合は、所属の行政書士会に御相談ください。（ ）
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分散受講　御協力のお願い
一般倫理研修は中央研修所研修サイトで配信されますが、一度にアクセスが集中しますと、
サーバーダウンしてしまうおそれがあります。
つきましては、令和５年８月15日までの措置として、所属の行政書士会ごとにグループ分け
をして、それぞれに受講期間を設けた「分散受講スケジュール」を作成いたしましたので、御
受講の際の御参考としてください。サーバー負荷軽減に御協力くださるようお願いいたします。

■分散受講スケジュール

1 北海道・�
東北ブロック

北海道行政書士会

３月 29 日（水）～４月  ４日（火） 
６月  ７日（水）～６月 13 日（火）

秋田県行政書士会
岩手県行政書士会
青森県行政書士会
福島県行政書士会
宮城県行政書士会
山形県行政書士会

2 愛知ブロック 愛知県行政書士会 ４月  ５日（水）～４月 11 日（火） 
６月 21 日（水）～６月 27 日（火）

3 近畿ブロック�
（大阪除く）

三重県行政書士会

４月 12 日（水）～４月 18 日（火） 
６月 28 日（水）～７月  ４日（火）

滋賀県行政書士会
京都府行政書士会
奈良県行政書士会
和歌山県行政書士会
兵庫県行政書士会

4 中国・�
四国ブロック

鳥取県行政書士会

４月 19 日（水）～４月 25 日（火） 
７月  ５日（水）～７月 11 日（火）

島根県行政書士会
岡山県行政書士会
広島県行政書士会
山口県行政書士会
香川県行政書士会
徳島県行政書士会
高知県行政書士会
愛媛県行政書士会

5 大阪ブロック 大阪府行政書士会 ４月 26 日（水）～５月  ２日（火） 
８月  ２日（水）～８月  ８日（火）

6 東京 23区内ブロック 東京都行政書士会 ５月  ３日（水）～５月  ９日（火） 
６月 14 日（水）～６月 20 日（火）

7 東京 23区外・�
南関東ブロック

東京都行政書士会
５月 10 日（水）～５月 16 日（火） 
７月 12 日（水）～７月 18 日（火）神奈川県行政書士会

千葉県行政書士会

8 北関東ブロック

茨城県行政書士会
５月 17 日（水）～５月 23 日（火） 
７月 19 日（水）～７月 25 日（火）

栃木県行政書士会
埼玉県行政書士会
群馬県行政書士会

9 中部ブロック

長野県行政書士会

５月 24 日（水）～５月 30 日（火） 
７月 26 日（水）～８月  １日（火）

山梨県行政書士会
静岡県行政書士会
新潟県行政書士会
岐阜県行政書士会
福井県行政書士会
石川県行政書士会
富山県行政書士会

10 九州ブロック

福岡県行政書士会

５月 31 日（水）～６月  ６日（火） 
８月  ９日（水）～８月 15 日（火）

佐賀県行政書士会
長崎県行政書士会
熊本県行政書士会
大分県行政書士会
宮崎県行政書士会
鹿児島県行政書士会
沖縄県行政書士会

※ 各ブロックごとに分散受講期間が２回ずつ設定されていますが、いずれかの期間内に１度だけ受講・修了いただければ問題
ありません。
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行政書士法改正（平成26年12月27日施行）により、
日本行政書士会連合会が実施する研修を修了した行政書士（特定行政書士）は、

行政書士証票に「特定行政書士」が付記され、特定行政書士専用の 章を
購入することができます。

［申込期間］2023年4月3日［月］～6月23日［金］
［受講期間］
　　　　　　　　 。すましたい施実で式方グンニーラeたし用利をトイサ修研所修研央中 （

PC・スマホ等（※）があれば自宅からいつでも講義を受講することができます。）
［考 査 日］
　　　　　　　　（単位会が指定する考査会場にて全国一斉で開催いたします。）

目
科
義
講 行政法総論、行政手続制度概説

行政手続法の論点、行政不服審査制度概説
行政不服審査法の論点、行政事件訴訟法の論点
要件事実・事実認定論、特定行政書士の倫理
総まとめ

「プレ研修」は中央研修所研修サイトで公開中！

特定行政書士
未来へのステップ

令和 5年度より
WEB申込み
となりました！

掲に号各月6～4」政行本日刊月「は細詳 
載の「令和5年度特定行政書士法定研修募
集要項」及び下記QRコードより日行連ホー
ムページをご覧ください。

。すまいざごが能機・ザウラブるなと外象対トーポサ部一 ※
　あらかじめ中央研修所研修サイトの利用確認をお願いいたします。

日本行政書士会連合会

］2023年10月22日［日］

2023年8月1日［火］～9月20日［水］2023年8月1日［火］～9月20日［水］

行政不服申立てに係る手続きの代理が行えることとなりました。
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Informat ion

令和５年度特定行政書士法定研修　募集要項

2

＜中央研修所＞

本研修は、行政書士法第 1条の３第１項第二号に規定する業務を行うのに必要な行政不服申立手続の知識及び実務能力の修得を目
的とし、行政書士法第 1条の３第 2項に規定する研修（以下、「特定行政書士法定研修」という。）として、日本行政書士会連合会会
則第 62条の３の規定に基づき実施するものです。
所定の講義を受講し、考査において基準に到達することにより研修を修了し、特定行政書士となります。

１　受講資格
行政書士
（申込時点において、行政書士名簿に登録されている者）

２　研修内容
以下の「講義」を所定の期間内に所定時間受講し、「考査」
において基準に到達することをもって修了となります。

（１）講　義
受講期間内に、各自で、中央研修所研修サイト（ビデオ・オ
ン・デマンドシステム）（以下、「研修サイト」という。）に登
載された 18 時間［約１時間× 18 コマ ］のビデオ講義を受講
していただきます。

＜受講期間＞ 2023 年 8月１日（火）～ 9月 20日（水）
＜講義科目・時間（目安）＞

科　目 時　間（コマ数）
行政法総論 １時間（１コマ）
行政手続制度概説 １時間（１コマ）
行政手続法の論点 ２時間（２コマ）
行政不服審査制度概説 ２時間（２コマ）
行政不服審査法の論点 ２時間（２コマ）
行政事件訴訟法の論点 ２時間（２コマ）
要件事実・事実認定論 ４時間（４コマ）
特定行政書士の倫理 ２時間（２コマ）
総まとめ ２時間（２コマ）

（２）考　査
2023 年 10 月 22 日（日）14：00 ～ 16：00 に所属の単位
会が指定する会場において実施（全国一斉開催）いたします。
※�考査会場は、９月上旬（予定）に会員専用サイト「連 con」（以
下、「会員サイト」という。）内で発表いたします。

＜考査問題について＞
上記「講義科目」に関する理解度を測るための考査で、マー
クシートによる 30問択一式問題で行われます。

＜出題範囲及び到達基準点について＞
講義科目（法定研修テキスト及びサブテキスト「行政書士の
ための行政法」「行政書士のための要件事実の基礎」（いずれも
日本評論社刊）を含む）の内容の理解を問う出題となります。
なお、到達基準点は、例年およそ 6割程度です。

３　申込みについて　
（1）申込期間

2023 年 4月 3日（月）9：00～ 6月 23日（金）17：00
※�再受講・再受験を希望される方も期間内の申込みが必要　　
です。
※申込期間は厳守いただくようお願いいたします。

（2）申込・受講料払込方法
会員サイトから特定行政書士法定研修申込ページにアクセス
してお申込みください。
申込受付後、翌週月曜日（休日の場合は、翌営業日）までに
受講料入金方法を記載したメールを送信します。
メールに記載されているURLから決済ページにアクセスし、
決済方法を選択して支払手続を進めてください（クレジット決
済・コンビニ決済等）。
※�メール及び決済ページに記載されている入金期限は厳守い
ただくようお願いいたします。
※一度納入された受講料はお返しできません。

４　受講料
8 万円（テキスト代含む）
※�再受講・再受験の受講料は、次々ページ＜再受講制度に
係るお知らせ＞を御確認ください。

５　結果通知
修了者の考査受験番号を会員サイト内「特定行政書士法定研
修に関するお知らせ」に掲載（11月中旬（予定））するととも
に、受験者の事務所所在地へ郵送（12月上旬（予定））にて通
知いたします。

６　災害発生時等における講義・考査の中止について
災害発生時等、本研修の講義・考査を中止せざるを得ない事
由が発生した際、以下の措置を講じる場合がありますので、あ
らかじめ御了承ください。

＜講義について＞
研修サイトの運用が継続できない場合など、講義ビデオの提　　
供を中止することがあります。
講義中止の場合は、受講期間を延長するなど可能な限り実施
に向けた措置を講ずることとしますが、長期間にわたり実施環
境が整わない場合には、次年度への振替といたします。

＜考査について＞
安全に開催できない恐れがある場合など、考査を中止する場
合があります。
考査中止の場合は、次年度への振替といたします。

７　その他
特定行政書士法定研修に関する情報は、会員サイト内「特定
行政書士法定研修に関するお知らせ」への掲載若しくはメール
にて御連絡いたしますので、随時御確認ください。

研 修 概 要
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研修における諸注意
講義の注意事項

（1�）受講期間開始前に、申込時に指定した資料送付先宛てにテ
キスト・サブテキスト等受講に必要な資料一式を発送いたし
ます（7月 25 日（火）（予定））。受講期間開始 3日前までに
届かない場合には、㈱全行団�特定行政書士法定研修受付係ま
で御連絡ください。

（2�）講義は、研修サイトでの e-ラーニング研修形式で実施いた
します。自宅又は事務所等で、各自ビデオ講義を視聴してく
ださい。

（3�）受講に際しては、パソコン、タブレット若しくはスマートフォ
ン等の動画を再生できる機器とインターネット接続環境が必
要となります（一部サポート対象外となるブラウザ・機種が
ありますので、あらかじめ研修サイトにアクセスし、視聴確
認をお願いいたします）。

（4�）研修サイト利用マニュアルに沿って、全講義ビデオ（約 1
時間× 18コマ）を最後まで視聴してください。

（5�）全講義を 100％受講された方のみ、考査の受験が可能とな
ります（2年目自由受講の受講者を除く）。

（6�）本研修講座の動画及びテキスト等について、講義受講の目
的以外の使用又はいかなる形での二次利用も認められません。
「中央研修所研修サイト利用規約」に則りビデオ講義を視聴し
てください。

考査受験票の交付

（1�）受験票は、全講義の受講終了を確認した後、考査一週間前
までにメールで送信いたします。受験票には、氏名、受験番号・
座席番号及び所属単位会、会場名等が記載されています。

（2�）受験票は、事前に印刷し、考査当日会場に必ず持参してく
ださい。

（3�）なお、考査 3日前までに受験票が届かない場合、又は受験
票の記載事項に誤りがある場合には、㈱全行団�特定行政書士
法定研修受付係まで御連絡ください。

考査当日の注意事項

（1�）当日は、集合時刻に遅刻しないよう、会場への交通手段、
所要時間等を事前に確認し、時間には余裕を持ってお出掛け
ください。開始後 10分を過ぎた遅刻者は受験できません。

（2�）当日は、考査受験票、行政書士証票、鉛筆・シャープペン
シル（B又はHB黒 ) 及び消しゴムを必ず持参してください。

（3�）必ず会場の所定の場所で受付を行ってください。受付開始、
開場時間は会場ごとに異なりますので、受験票又は本会ホー
ムページのお知らせ等を御確認ください。

（4�）会場内では、以下の点に御留意ください。
　　・�会場内では、受験票に記載された座席番号の座席に着席し

てください。
　　・�考査時間中は、受験票、筆記具及び腕時計以外を机の上に

置くことはできません（携帯電話やスマートフォン等時計
以外の機能が付いた機器を時計として使用することはでき
ません）。

　　・�会場で生じたごみは、各自で持ち帰ってください。
（5�）当日は、監督員の指示に従い受験してください。また、考
査実施中に災害等不測の事態が発生した場合は、係員・監督
員等の指示に従い、避難等行ってください。

（6�）所持品の管理は各自で行い、忘れ物に十分御注意ください。
本会では責任を負いかねます。�

結果発表と結果通知

（1�）修了者の考査受験番号を会員サイト内「特定行政書士法定
研修に関するお知らせ」に掲載（11 月中旬（予定））すると
ともに、受験者の事務所所在地宛てに郵送（12月上旬（予定））
にて通知いたします。

（2�）修了者には、行政書士名簿への付記手続完了後、所属単位
会を経由して、特定行政書士である旨の通知書を交付いたし
ます。�

（3�）合否・採点内容等についての問合せには、一切応じられま
せん。�

（4�）結果通知書等を紛失した場合は、申出により再発行いたし
ます（実費負担）。�

特例措置の実施

（1�）身体の機能に障がいのある方で、車椅子、拡大鏡、補聴器
の使用など、受験に際して特別の措置を希望される方には、
障がいの状況により必要な措置を講ずることがあります。

（2�）特例措置を希望される方は、必ず申込前に本会事務局研修
課まで御相談ください。事前の連絡なく、直接会場に来られ
た場合には対応しかねますので、御注意ください。

（3�）特別の事情により、研修サイトによる講義を御自身で受講
することが困難な場合には、必ず申込前に本会事務局研修課
まで御相談ください。

個人情報の取扱い

（1�）本研修への受講申込みにより御提供いただいた個人情報は、
「日本行政書士会連合会個人情報保護規則」に基づき、適正に
取り扱います。

（2�）なお、本研修の実施に係る受講者名簿の調製、通知の発送、
その他の研修の実施等必要な範囲において利用いたします。
また、受講者名簿等について、本研修の実施に必要な範囲に
おいて、都道府県行政書士会に配付する場合があります。そ
の他、同規則 17条に基づき、個人情報を第三者に提供するこ
とはありません。

その他

（1�）申込後、結果通知書発送予定時期までの間に、行政書士名
簿登録事項に変更が生じた場合は、行政書士登録変更手続等
所定の手続を行っていただくとともに、その旨御一報くださ
い。

（2�）災害等の発生により、研修講義及び考査の実施を変更又は
中止する場合には、本会ホームページ又は会員サイトにて発
表いたします。

お問合せ・御連絡先

〇本研修の申込手続に係る御照会
　㈱全行団�特定行政書士法定研修受付係� 03-6450-1622
〇本研修の内容に係る御照会
　日行連事務局研修課� 03-6435-7330
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＜再受講制度について＞
当該法定研修では以下のとおり初回受講年度を含む 3年間に限り再受講を可能とし、受講料の減免
措置を講じています。初回受講年度から 4年目以降の受講希望者は、新規（8万円）の受講料が必要
となりますので御留意ください。

1年目
（※4年目）

2年目 3年目

新規受講
（8万円）

再受講（任意）
+受験（4万円）

ア

再受講（義務）
+受験（無料）

ウ

考査受験
（無料）

イ

受講なし

考査到達基準

未到達

考査到達基準

未到達

考査到達基準

未到達

再受講（義務）
+受験（4万円）

再受講（義務）
+受験（4万円）

エ

エ

※ �2・3年目に申込みをしていない場合も初回受講年度から 3年を経過した場合は、新たに新規（8
万円）の受講料が必要です。

※ �2 年目・3年目の方は、WEB申込フォームから上記㋐～㋓のいずれかを選択してください。
※ �2 年目の㋐再受講（任意）については、講義受講は任意です。講義を受講しない場合でも、全講
義の受講を終了したものとし、考査を受験することができます。

＜特定行政書士法定研修 申込み・受講手続の流れ＞（予定）

5

6

7

8

9

10

4

11

12

①会員専用サイト「連con」からWEB申込（6月23日（金）締切）

②受講料を払込（メール及び決済ページに記載の入金期限厳守）

テキスト・サブテキスト等講義資料の発送（7月25日（火）発送（予定））

考査会場を会員専用サイト「連con」にて発表（9月上旬（予定））

中央研修所研修サイトで講義受講（期間：8月1日（火）から9月20日（水）まで）

★10月22日（日）に所属単位会が指定する考査会場にて受験

修了者の受験番号を会員専用サイト「連con」にて発表（11月中旬（予定））

結果通知書を受験者の各事務所宛てに送付（12月上旬（予定））

受講料入金方法を記載したメールを送信いたします（原則翌週月曜）。
※受付開始直後はお申込みが集中することから、若干遅れる場合があります。

受講状況等確認後、受験資格を有する方へ考査受験票をメールで
送信いたします（考査約一週間前）。
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＜WEB 申込手順＞ 

会員専用サイト「連con」にアクセス１

申込専用サイトにアクセス２

アカウント登録・申込３

受講料の支払４

申込後、入金案内がメールで届きますので、メールに記載のURLから決済画面にアクセスし、下記の

＜受講料の支払方法＞ 

（１） クレジットカード （２） コンビニ

（４） ネットバンキング

※各種支払方法には一部提携外の機関がございます。詳しくは申込サイトを御覧ください。

（３） ATM （ペイジー）

各種支払方法を選択できるようになりました！ 

利用方法の案内に従ってアカウント登録を行い、受講の申込みをしてください

四つから受講料の支払方法を選択し、入金してください（入金後、支払完了メールを送付します）

「連con」のトップページから、中央研修所＞特定行政書士法定研修に関するお知らせをクリックし、
「特定行政書士法定研修申込・決済サイト」にアクセスしてください

「日行連ホームページ」のトップページのバナーまたは
「会員ログイン」から、会員専用サイト「連con」に
ログインしてください

令和5年度から
“WEB申込み”
となりました！
4つのステップで簡単に
御申込みいただけます。
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Informat ion 3

申請取次行政書士管理委員会からのお知らせ

行政書士申請取次関係研修会（VOD方式）の御案内
令和 5年度の行政書士申請取次関係研修会（申請取次事務研修会、申請取次実務研修会）について、今
後の開催日程をお知らせいたします。
当該研修は、中央研修所研修サイトに登載するVOD（ビデオ・オン・デマンド）システムを用いた研
修で、受講期間内であれば、いつでも何度でも御自宅や事務所にて個々の端末（パソコン、タブレット、
スマートフォン）から聴講可能です。
なお、各研修会の申込等の詳細につきましては、下記「令和 5年度開催概要」のスケジュールに則り、
適時日行連ホームページ及び会員専用サイト「連 con」にて御案内いたしますので御確認いただきますよ
うお願いいたします。
◆日行連ホームページTOP＞日行連の活動＞中央研修所＞申請取次関係研修案内
◆会員専用サイト「連 con」ログイン＞中央研修所＞申請取次関係研修に関するお知らせ

〇修了証書の発送について
各研修会における修了証書は、課題提出時期にかかわらず皆様一律に発送いたしますので御承知おきく
ださい。
事務研修会…�課題提出締切後、結果通知と併せて基準に到達された方には修了証書を同封して発送いた

します。
実務研修会…�課題提出締切後、一律に修了証書を発送いたしますが、審査の結果、基準に未到達であっ

た方のみ別途、日行連から御連絡いたします。

所持する届出済証明書の有効期間を経過した場合は、再度、行政書士申請取次事務研修会（新規）を
受講していただくこととなりますので、十分御留意ください。

＜申請取次行政書士管理委員会・中央研修所＞

令和 5年度（令和 5年 4月～令和 6年 3月）開催概要

研修会区分 受講期間 開催案内
（日行連HP詳細発表） 申込期間 修了証書

発送予定日
結果通知
発送予定日

（基準未到達者のみ）

1 実務研修会
（更新）

4月14日（金）
～4月24日（月） 2月中旬

3月3日（金）
～3月9日（木）

※受付終了しました
5月10日（水） 5月16日（火）

2 事務研修会
（新規）

6月23日（金）
～7月3日（月） 4月下旬 5月12日（金）

～5月19日（金） 7月24日（月） ―

3 実務研修会
（更新）

8月9日（水）
～8月18日（金） 6月上旬 6月28日（水）

～7月4日（火） 8月31日（木） 9月6日（水）

4 事務研修会
（新規）

9月11日（月）
～9月21日（木） 7月上旬 7月28日（金）

～8月3日（木） 10月12日（木） ―

5 実務研修会
（更新）

10月20日（金）
～10月30日（月） 8月中旬 9月7日（木）

～9月13日（水） 11月13日（月） 11月20日（月）

6 事務研修会
（新規）

11月21日（火）
～12月1日（金） 9月下旬 10月12日（木）

～10月18日（水） 12月21日（木） ―

7 実務研修会
（更新）

令和6年1月24日（水）
～2月2日（金） 11月中旬 12月7日（木）

～12月13日（水）
令和6年

2月16日（金）
令和6年

2月22日（木）

8 事務研修会
（新規）

令和6年2月22日（木）
～3月4日（月） 12月下旬 令和6年1月11日（木）

～1月17日（水）
令和6年

3月25日（月） ―

※開催概要は現時点での予定であり、変更される場合があります。
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Informat ion 4

令和４年度行政書士試験結果について

都道府県 受験
申込者数 受験者数 合格者数 合格率

（％）

北 海 道 1,847 1,440 148 10.28%

青 森 県 328 264 31 11.74%

岩 手 県 409 325 33 10.15%

宮 城 県 1,105 877 89 10.15%

秋 田 県 253 190 21 11.05%

山 形 県 306 248 24 9.68%

福 島 県 516 419 39 9.31%

茨 城 県 816 626 65 10.38%

栃 木 県 778 619 65 10.50%

群 馬 県 852 697 65 9.33%

埼 玉 県 3,057 2,452 303 12.36%

千 葉 県 2,462 1,977 237 11.99%

東 京 都 15,853 12,217 1,750 14.32%

神奈川県 2,555 2,036 253 12.43%

新 潟 県 733 605 67 11.07%

富 山 県 418 334 42 12.57%

石 川 県 420 348 39 11.21%

福 井 県 234 183 22 12.02%

山 梨 県 285 224 22 9.82%

長 野 県 722 571 81 14.19%

岐 阜 県 798 656 74 11.28%

静 岡 県 1,474 1,178 119 10.10%

愛 知 県 3,547 2,830 346 12.23%

三 重 県 661 539 57 10.58%

都道府県 受験
申込者数 受験者数 合格者数 合格率

（％）

滋 賀 県 436 358 40 11.17%

京 都 府 1,514 1,197 146 12.20%

大 阪 府 4,795 3,809 451 11.84%

兵 庫 県 2,362 1,915 247 12.90%

奈 良 県 788 648 82 12.65%

和歌山県 403 330 32 9.70%

鳥 取 県 176 149 24 16.11%

島 根 県 302 230 17 7.39%

岡 山 県 795 640 69 10.78%

広 島 県 1,105 894 94 10.51%

山 口 県 322 255 33 12.94%

徳 島 県 258 194 24 12.37%

香 川 県 434 341 43 12.61%

愛 媛 県 553 445 47 10.56%

高 知 県 220 174 11 6.32%

福 岡 県 2,335 1,835 197 10.74%

佐 賀 県 337 268 21 7.84%

長 崎 県 350 279 20 7.17%

熊 本 県 623 513 61 11.89%

大 分 県 349 272 27 9.93%

宮 崎 県 351 273 18 6.59%

鹿児島県 557 445 47 10.56%

沖 縄 県 685 531 59 11.11%

計 60,479 47,850 5,802 12.13%

令和 4 年度行政書士試験結果について、令和 5 年 1 月 25 日（水）に以下のとおり発表されました。
なお、詳細は（一財）行政書士試験研究センターホームページ（https://gyosei-shiken.or.jp/）を御覧

ください。
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Pick UPPick UP!  !  単位会単位会 各単位会の取組を
お知らせします。

愛媛会では、4年前から終活セミナーのツールとして使える「縁ディングノート」を独自に作成し、販売している。
この「縁ディングノート」を持って高齢者サロンを束ねている社会福祉協議会に支援ができることをアピールしていた。
しかし、コロナ禍になり活動を中止していた。やっと、去年から活動ができるようになり、各市町の社会福祉協議会
に働き掛けを再開し、高齢者サロンでのセミナーを実現することができた。
活動状況については、下表のとおり、松山市 3か所、内子町 2か所の高齢者サロンでセミナーを行った。10名から
40名の元気な高齢者が集まり、体操の後「縁ディングノートの使い方」「遺言書のすすめ」について話をした。その後、
個別相談も開き、毎回 2、3名の相談を受けている。
また、内子町と大洲市では、高齢者サロンの代表者の集まりに呼んでいただき、セミナーの広報として同じ内容の講
義を行った。全ての会場で、熱心に聴講していただき、終活に関する関心の高さを感じることができた。
セミナーを実施するにあたって、二つの
課題がある。一つ目は、広報業務部の人員
が 2年で変わること。今のセミナーを続け
ていくためには、後続にいかにつないでい
くのかが問題となる。
二つ目は、セミナーの講師育成。高齢者
相手であるため、分かりやすく、明るく話
し、一つのテーマは 30 分程度に収めるな
ど要領があり、これを後任の講師に伝える
機会の必要性がある。「高齢者支援は行政
書士に！」と言われるように定着すること
を切に願っている。

行政書士会

愛媛県 高齢者支援として高齢者サロンへの働きかけ

大阪会では、令和４年 12月 22・23 日、令和５年１月 10・13
日の午前 10時～午後３時に、大阪出入国在留管理局（以下、「入
管局」という。）の御協力の下、同局内の 1階ロビーに総務省か
らの委託事業であるマイナンバーカード代理申請の相談窓口を設
置しました。外国人だけではなく、日本人も対象として実施し、
QRコード付き申請書をお持ちの方には電子申請を代理し、お持
ちでない方には郵送申請のサポートを行いました。
周知期間の問題もあり、代理申請自体の依頼者はそれほど多く
はなかったものの、マイナンバーカードの利活用の方法やマイナ
ポイントについて御相談をされる方が多く、マイナンバーカード
の普及促進に貢献できたものと思います。
行政書士の主要な業務の一つである入管業務ですが、当会とし
て入管局内にブースを出したことがありませんでした。来場者が
必ず通る 1階ロビーに、のぼりを立てポスターを掲示し、行政書
士のアピールができたことは大きな意義があったと思います。
また、入管局の Twitter においても積極的に告知をしていただ
きました。
デジタル・デバイド解消という社会から期待される行政書士の役
割の一つを入管局に御認識いただき、また今後の入管行政との連携
強化というきっかけづくりという意味でも良い機会となりました。

行政書士会

大阪府 大阪出入国在留管理局にてマイナンバーカード
代理申請窓口を設置

令和４年度　愛媛県行政書士会広報活動（セミナー実施報告）
今までにセミナーを実施した場所と参加人数

セミナー主催者 セミナー日 場所 出席者
古川ふれあいサロン 令和４年６月27日 古川ふれあいセンター 41名
八坂地区東築山町サロン 令和４年7月12日 青少年センター 29名
サロンなでしこ 令和４年９月12日 内子町五十崎 16名
サロン松尾 令和４年10月6日 内子町松尾公民館 13名
内子町ふれあい・いきいき
サロン世話人会

令和４年11月11日 五十崎自治センター 80名

大洲ふれあい・いきいき
サロンお世話人会

令和４年11月22日 大洲総合福祉センター 63名

石井公民館越智分館 令和５年１月17日 石井越智分館 40名
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宮城会は、１月 27日に開催した令和５年の賀詞交歓会におきまして「設立 50周年記念講演会」を実施しました。
講師は令和３年第 29回山本七平賞奨励賞受賞作品「世界は贈与でできている」の著者であり、教育者・哲学研究者
の近内悠太氏をお招きし、「利他の視点からの私の思い・世界は贈与でできている」と題してお話を頂戴しました。
「僕らはお金で買えないもの＝贈与のことがよく分かっていません。でも、それもそのはずなのです。学校でも、社
会に出てからも、贈与について誰も僕らに教えてくれなかったからです。しかし、・・・僕らはお金で買えないもの、
つまり贈与を必要としています。必要であり重要なのに、その正体が分かっていない。」（著書のまえがきから）そして、
お話が始まり、「受取人の想像力から始まる贈与」、「市場経済のスキマにある贈与」のからくりを語っていただきました。
お話を伺うにつれ、東日本大震災の被災地の当時
の生活が蘇ります。被災者・受け手の存在と入れ替
わり立ち替わり現れる贈り主。講師の言う誰もが
知っている「アンサング・ヒーロー」と贈与。当時
の着の身着のまま何にもない生活と重ね合わせて、
お話を聞きます。すると、「贈与」が当たり前のよ
うに行われていた姿が浮かび上がります。
忘れていた文化、言葉の重みに触れる思いが湧き
起こってきます。お話をお聞きになられた皆さんが、
講師に大きな感謝の拍手を送りました。
翌日は、近内さんを、大震災により被災した東松
島市の仙石線「旧野蒜駅」、そして石巻市の「大川小
学校」に案内し、子供たちに今回の体験を伝えたいと
のメッセージをいただきました。素晴らしい記念講演
は、被災地の思いを共有することに結び付きました。

１月28日、北海道行政書士会・北海道行政書士政治連盟の共催による新年賀詞交歓会が、鈴木北海道知事、常住日行連
会長を始め、国会議員・北海道議会議員・札幌市議会議員・友誼団体等から多数の御参集の下、札幌市内のホテルにおいて
盛大に開催されました。
鈴木知事、常住会長等の祝辞、御来賓による鏡開きの後、開宴となりました。和やかな雰囲気での宴が進む中、鈴木
知事が公務の関係で中座される直前、常住会
長から鈴木知事への日行連公式キャラクター
ユキマサくんのぬいぐるみの贈呈式が行われ
ました。参会の皆様が笑顔で、贈呈や写真撮
影を見守っている様子も印象に残る一コマで
した。
新型コロナウイルス感染拡大の影響から３
年ぶりの開催でしたが、約２時間にわたる本
交歓会は、久し振りの温かい交流の場となり
ました。

行政書士会

宮城県 令和５年賀詞交歓会にて記念講演会を実施しました

行政書士会

北海道 令和５年新年賀詞交歓会を開催しました

　2023. 4　No.605　日本行政　44

Pick Up!単位会

07_日本行政4_Pickup.indd   4407_日本行政4_Pickup.indd   44 2023/03/10   14:232023/03/10   14:23



秋 桜 日 記
～特定行政書士への誘い～

登場人物
中島　涼介（30歳）新人
特定行政書士になる必要性を感じていない。
開業 3年目、山田先生を師と仰いでいる。

山田　賢人（54歳）ベテラン
特定行政書士　関東の県庁所在地で開業してい
る。

野村　泰久（33歳）中島と同期の行政書士
特定行政書士は仕事にならないから不要だと
考えている。

前回までのあらすじ
　中島は特定行政書士になる必要性を感じてい
なかったが、ある申請が不許可になる可能性が
ある事態に直面し、ベテランで特定行政書士の
山田先生に相談している。同期の行政書士であ
る野村と一緒に、特定行政書士になることを決
めた。

第四話：一回りの差

同じ時期に行政書士に登録した野村と久しぶりに盛り
上がった次の日、中島は早速本屋へ向かった。東京駅に
近い大型書店である。そこは専門書が充実しているので、
受験時代からよく立ち寄ったところである。行政書士と
いう専門家として書棚を眺めると、学生時代とは違った
印象を受けるものである。農地法に関するもの、都市計
画法に関するものなど、専門分野の書籍が目に付いた。
行政書士の受験コーナーとも、法学部の学生向けとも
違った堅苦しい様子の専門書を眺めるだけで、一人前の

行政書士になったような気がするから不思議である。
ふと行政書士法のコンメンタールが目に留まり、思わ
ず手に取った。
「特定行政書士についても触れているけど、読んだこ
となかったな。」
そう思いながらレジに向かった。
事務所に戻る電車の中で、買ったばかりのコンメン
タールを眺め、読み始めようとした中島は、次の駅で降
りれば山田先生の事務所に近いことを思い出した。する
と、ここ数日間の自分の気持ちの変化や、野村と熱く
語ったことなどを含めて、山田先生に報告したい気持ち
が込み上げてきた。
「アポイントはないけど、とりあえず挨拶だけでも。」
そう思い、電車を降りた。

「こんにちは、行政書士の中島です。」
事務所のドアホンでカメラ越しに挨拶すると、「はー
い、どうぞ。」と若い女性の声がした。
「あら、中島先生、お久しぶり！」
そう笑顔で迎えてくれたのは、山田先生の愛娘の麻衣
だった。大学在学中に行政書士試験に合格した才女で、
大学卒業と同時に父親の事務所に入所したバリバリの実
務家である。そして、特定行政書士でもあった。
「やあ、久しぶりだね。先生はいらっしゃいますか？」
「ちょっと打合せ中なので、こちらでお待ちください。
私もちょうど休憩中なので、一緒にお茶しましょう。」
愛嬌のある笑顔で部屋に案内されると、何となく気持
ちが浮き立ってきた。
「実は、特定行政書士になろうかと思って、いろいろ
勉強中なんだ。」
中島の言葉に麻衣は目を輝かせた。
「ようやくその気になったのね。私が絶対受講するよ
うにって勧めたのが、やっと効いたのね。」

今般、改正行政書士法対応委員会では、特定行政書士制度の PR の一環として、特定行政書士がどの

ような場面で活躍できるのか知っていただくため、日常業務の中で起こり得る事例を紹介することとい

たしました。御参照いただき、特定行政書士制度の発展により一層の御理解、御協力をいただけました

ら幸いです。
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そう言いながらお茶とお菓子を差し出す麻衣の横顔は、
以前のような、いかにも学生という雰囲気から、しっか
りした大人びた社会人の顔になっていた。
「中島先生、そんなに見つめないでよ。私が美人なこ
とに気付いて驚いた？」
「ちょっ、大人をからかわないで。」
思わずお茶をこぼしそうになったとき、ドアが開いて

山田先生が入ってきた。
「やあ、お待たせしちゃって。おや、なんかお邪魔だっ
たかな。」

山田先生親子を前に、中島は特定行政書士への思いを
語った。それと同時に、不安があることも正直に話して
みた。
「山田先生、同期の野村にも言われたのですが、そも
そも特定行政書士になっても、仕事にならないんじゃな
いかっていうことが、どうしても引っかかるんです。
せっかく特定行政書士になっても、仕事がないんじゃな
いかって言われると、みんなに勧めるのに躊躇してし
まって。そのあたり、実際のところはどうなんですか。」
「ハッハッハ。そうか、みんなはそんな風に考えてい
たのか。」
「先生、笑わないでくださいよ。それが多くの行政書
士の考えだと思いますよ。だから、特定行政書士になる
人がなかなか増えないんじゃないかって。」
「それは失礼した。いや、私が考えている特定行政書士
像と随分違っていたから、むしろ新鮮な気持ちだよ。特
定行政書士は、不服申立てだけを専門にするわけではな
くて、不服申立てもできる行政書士ということだよ。そ
このところを勘違いして欲しくないな。不服申立て事案
だけを扱うとすれば、件数の統計のとおり、そりゃ仕事
にならないって思うのは当然だよね。でも、弁護士さん
と顧問契約を結んでいる会社は多いだろうけど、何も常
に裁判をするために相談しているわけではなくて、もし
ものときにも頼りになる、そう思うから、弁護士さんに
あらかじめ相談しているケースがほとんどじゃないかな。」
「そうですね。私も契約書の作成の相談を受けたとき
なんか、ちょっと複雑な契約書だと、もしも紛争になっ
たらって考えると、念のために弁護士さんにも相談する
ように勧めてしまうこともあります。」
「そう、正にそれだよ。例えば、契約書のチェックをお
願いするのも、いきなり裁判するためではなくて、もしも
困ったことが起きた場合にも裁判するとか交渉をお願い

できると思うから、弁護士さんに相談したいんだろうね。」
「同感です。契約書の作成は業務として行政書士でも
できますけど、もし紛争になった場合にどうなるんだろ
うとか、裁判になったときには対応できないしとか、い
ろいろ考えてしまいます。」
「そうだろう。行政手続についても同じじゃないかな。
何の問題もないケースならともかく、複雑な事案や複合的
な手続の場合、いざとなったら不服申立てもできる行政書
士と、申請手続だけを頼める行政書士と比べてごらんよ。
依頼者にとってどちらが安心できると思うかい？ 許可を
取った後も長くお付き合いできるのはどっちの行政書士だ
と思うかい？ それは、さっき中島くんが熱く語ってくれた
とおり、明白だろう？ つまり、特定行政書士は、不服申立
てだけを取り扱うのではなく、あくまでも行政書士であって、
その上、不服申立てにも対応できる行政書士だ、という視
点が重要だよ。それが行政書士の通常業務にとってプラス
になることはあっても、足枷になるはずがないじゃないか。」
「そうか、そうですよね。」
胸につかえていた一抹の不安がスッと消える爽快感を
感じながら、目の前で微笑む山田先生の襟元を見て中島
は驚いた。
「先生、そのバッジは何ですか？！ 私の行政書士バッ
ジより大きいじゃないですか！」
山田のスーツには、形こそ通常の行政書士バッジと同
じでありながら、それより一回り大きく、厚みのあるも
のが金色に光っていた。
「おや、やっと気付いてくれたね。これが新しくできた
特定行政書士のバッジだよ。一回り大きくていいだろう。」
「じゃじゃーん！ 実は私も持ってるわよ。」
そう言って上着を羽織った麻衣の襟元にも、大きな
バッジが輝いていた。
「なんかこっちが一回り小さいみたいで、何だか悔し
い感じがしてきました。」
「いいでしょう。このバッジは特定行政書士しか購入
できないのよ。形は同じだけど、一回り大きいの。ただ
大きいだけじゃないかって言う人もいるみたいだけど、
その一回りが大きな差なのよね。悔しかったら、まずは
講習と試験、頑張ってね！」
茶目っ気たっぷりな麻衣からの挑発を受け、自分も一
回り大きくなるために、改めて特定行政書士になること
を強く心に誓った。

次号に続く

秋桜日記

　2023. 4　No.605　日本行政　46

08_日本行政4_秋桜日記.indd   4608_日本行政4_秋桜日記.indd   46 2023/03/08   18:392023/03/08   18:39



中央研修所通信４月号

現在の社会で主流になった「オンライン」研修とその主な種類
2020 年の新型コロナウイルス感染症流行を契機に、企業等の研修はそれまでの「集合」研修から

主に「オンライン」研修へと移行しつつあります。その「オンライン」研修も大きく分けて「録画
型」と「リアルタイム型」があり、「録画型」は更に「オンデマンド型（e ラーニング）」（講義動画
を事前に収録したもの）と「アーカイブ型」（リアルタイム型研修（講義）動画を録画したもの）に分
けられます。一方「リアルタイム型」は、Zoom 等のツールを利用して“リアルタイム”で研修（講
義）動画の配信を行うものとなっており、この「リアルタイム型」は講師側から一方通行にて配信
される方法と、講師と受講者がやり取りできる「双方向型」に分けられます。

なお、昨年 12 月に日行連として初めて行った「中央研修所全国担当者会議」における各単位会へ
のアンケートでも、全国 47 単位会中 43 単位会が「オンライン」研修を実施しているという結果が
出ています。このことからも、「オンライン」研修は、もはや現在における研修の主流であるという
ことは否めない事実であるものと考えます。

なお、現在、中央研修所における研修の種類は、御承知のように「中央研修所 研修サイト」にお
いて「VOD（ビデオ・オン・デマンド）」方式での「オンライン」によるものとなっています（※現
在、「特定行政書士法定研修」や「申請取次関係研修」も「オンライン」で提供されています。）。

「オンライン」 研修における 「オンデマンド型 （e ラーニング）」 と 「双方向型」 の比較
「オンライン」研修は、先述のとおり、大きくは「オンデマンド型（e ラーニング）」と「双方向

型」に分けられますが、それらには下表のようにそれぞれメリットとデメリットがあります。

－ 「オンデマンド型」研修と「双方向型」研修のメリット・デメリット －
オンデマンド型 双方向型

時　間 指定されない 指定される
場　所 自由 自由

コミュニケーション 取れない 取れる
グループ学習 不可 可

事前・事後学習（予習・復習） 可 不可

このように、研修効果の向上や効率性などを考えた場合、それら二つの型には一長一短があるこ
とは否めません。そこで、近年、「オンデマンド型（e ラーニング）」と「双方向型」を融合させた、
新たな研修のスタイルとして「ブレンディッド・ラーニング」というものが注目されてきています。

これからの研修方法・形態について
「ブレンディッド・ラーニング 」とは、「集合」研修や「双方向型」研修、「オンデマンド型（e

ラーニング）」研修など、様々な研修の型を“組み合わせた （ブレンドした）” 研修の形態（方法）で
す。つまり、知識の習得や効果測定（テスト）などは「オンデマンド型（e ラーニング）」で行い、
ディスカッションや実地による研修などは「集合」研修で行うというスタイルが可能です。当該研
修方法・形態であれば、先述のように、「オンライン」研修における「オンデマンド型（e ラーニン
グ）」と「双方向型」のデメリットを互いに補い合うことができることはもとより、これに「集合」
研修も加えての、より効果的、効率的なシナジーを期待できるものと考えられます。

しかしながら、これを現在の中央研修所の研修に、もちろん各単位会においても、いきなり取り
入れるということは、予算や人員等の関係から、やはり困難であることは御理解をいただけるもの
と思います。

これを近い将来に実現させるためにも、各単位会におかれては、まずはプラットフォーム化され
た当中央研修所研修サイトの積極的な御利用を強くお勧めする次第です。それが、これからの新し
い研修方法・形態の方向性の強力な決め手の一つとなるものであると考えます。

これからの研修方法・形態の方向性を考える
～オンライン研修における 「オンデマンド型」 と 「双方向型」、 あるいはその組合せから～

中央研修所 副所長　四本　平一

許認可業務関連のセミナー・VOD研修について
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昨年度、許認可業務部と連携して開催したオンラインセミナーについて、当日の講演を収録し、中央研修
所研修サイトに VOD（ビデオ・オン・デマンド）講座として公開いたしました。

詳細を以下のとおり紹介いたしますので、是非御視聴ください。

（建設・環境部門）

「環境法の規制はなぜあるか？」
脱炭素社会の実現に向けて、令和５年１月から建設業界では、エコアクション 21（環境省が定めた環境経

営システム）の認証登録が、経営事項審査制度の加点項目に追加されるように改正されました。
この改正を機に、認証登録を検討する建設業者から、身近な士業である行政書士に支援の相談をされるケー

スが想定されます。しかし、認証登録の支援を行うためには、年々増加する環境法について幅広い知識が求
められますが、環境分野を専門とする行政書士の数は、あまり多くないのが現状です。

このような状況を受けて、許認可業務部建設・環境部門では、上智大学法学部地球環境法学科の北村喜宣
教授に御協力いただき、令和５年２月 24 日にオンライセミナー「環境法の規制はなぜあるか？」を開催いた
しました。

本セミナーでは、環境法の成り立ちや基礎等をメインテーマとし、環境法発展小史や個別の環境法の規制
とその特徴について、基礎的な部分から分かりやすく御講演いただき、全国の環境法に関心のある行政書士
が聴講しました。

環境分野に興味のある方、当日の講演を見逃された方は、是非この機会に御視聴ください。

（農地・土地利用部門）

「建築基準法上の「道路」について」
許認可業務部農地・土地利用部門では、令和５年２月 14 日に YouTube によるオンライン形式にて「建築

基準法上の『道路』に関する基礎研修」を開催いたしました。
農地を含む土地に関する許認可業務では、事業内容に建築行為を伴う場合、多くのケースで「道路」に関

する諸問題が発生します。本研修は、そのような問題を適正に対処して解決するために必要な基礎知識や、
どのようなケースで問題になりやすいか等の認識を深めていただくことを目的としています。また、研修で
は、「道路の定義」から「接道義務の内容」等について条文を基に事例を添えて説明していますので、是非、
積極的に御視聴ください。

中央研修所研修サイト
アクセスはこちらから

許認可業務関連のセミナー・VOD研修について
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2023 年 3 月 10 日 午後 2 時 40 分

公正証書には、遺言、任意後見契約、信託契約等法律行為について作成するものが多いですが、法
律行為に限らず、私権（個人の財産権）に関する事実もその作成の対象となります（公証人法 35条）。
これを事実実験公正証書というのですが、具体的にどのような場合に事実実験公正証書が作成される
のかを見ていきましょう。

＜法務業務部＞
（担当：浅草公証役場　公証人　澤野芳夫）

第16回　事実実験公正証書の活用

公証人に聞く！
教えてミネルヴァミネルヴァくんくん

公正証書には法律行為に関するものが多いです
が、中にはそうではないものもあります。公証
人が自ら直接見たり聞いたりした事実について
公正証書に記載するもので、事実実験公正証書
と呼ばれています（公証人法 35 条）。

公証役場では、公正証書として遺言
や任意後見などの法律行為に関する
ものしか作成しないのかな？

例えば、「被告は、原告に対し、原告から自動車
○○の引渡しを受けるのと引換えに 2,000 万円
を支払え。」という判決があった場合に、債権者（原
告）がこの判決に基づいて 2,000 万円につき強
制執行（例えば債務者の預金を差し押さえる執行）
をするには、債権者（原告）が債務者（被告）に
反対給付（自動車の引渡し）の履行の提供（引き
渡す準備をし、その旨を債務者に知らせること）
をしたことを執行裁判所に証明する必要がありま
す（民事執行法 31条１項）。

事実実験公正証書はどのような場合
に作成されるのかな？

債権者自身の報告書では証明力は低いので、第
三者それも公証人に、履行の提供があったこと
を現認（目撃）してもらい、その事実を公正証
書に記載し、その事実実験公正証書を執行裁判
所に提出するという方法が確実でしょう。

債権者自身が自動車引渡しの履行の
提供をしたことを報告書に記載し、
執行裁判所に提出すれば証明になる
のでは？

そうですね。ボクも昔を思い出します。どんな先
生、どんな新しい友達が待っているか、とても楽
しみでしたよ。

４月は入学式のシーズンだね。ピカ
ピカのランドセルを背負った可愛い
子供たちが町を歩く姿が何とも微笑
ましいね。

ユキマサくん ミネルヴァくん

はい。花野かおり公証人にお供して、債権者が高
級外車引渡しの履行の提供をするという現場に行
きました。債権者が債務者に対し、事前に自動車の
引渡しの準備をする日時と場所について内容証明
郵便で通知をしたのですが、結局、債務者は来ま
せんでした。花野公証人は何枚か写真を撮り、公
正証書を作成しました。2,000 万円以上もする高
級外車で、動かして傷を付けたら大変ですので、債
権者の代理人は駐車場に自動車を停めたまま、ドア
を開け、鍵を示していつでも引渡しができますよと
いう状態であることを写真に収めました。それで債
権者が履行の提供をしたという証拠となります。

ミネルヴァくんは実際に経験したこ
とがあるの？
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2023 年 3 月 10 日 午後 2 時 40 分

ほかにはどんな例があるのか
な？

発明に関して、先使用権（「センシヨウケン」と読みま
す。）というものがあります（特許法 79 条）。これは、
他人が特許権を有する発明につき、その特許出願がさ
れる以前から、同じ発明を使った事業をし、又は事業
の準備をしていた者につき与えられる無償の実施権の
ことです。

まもる先生

今日はいろいろと教えてくれて
ありがとう。参考になったよ。

ある発明について、ほかの人や会社が特許の出願をして
いない時点で、その発明をした人又は会社が発明の内容
を公正証書に残しておき、確かに公正証書作成時点にお
いて公正証書作成嘱託人（依頼人）がその発明をしてい
たことを証明する手段とすることに用いられます。

先使用権と事実実験公正証書は
どのように結び付くのかな？

発明の内容と言っても、技術面
についての複雑な知識を前提に
しないと理解できないものもあ
るんじゃないかな？

そうですね。実際、花野公証人は、熱伝導についての
発明をしたという嘱託人及びその代理人から、何日も
かけて、そのシステムや新規性について詳しく事情聴
取をしていたことがありました。

花野公証人は、初めは戸惑っていましたが、嘱託人やそ
の代理人が詳しく、また、かみ砕いて説明してくれたの
で、最後にはよく理解でき、図面や写真を添付した事実
実験公正証書を完成しました。嘱託人に聞いたら、嘱託
人は当該発明について、いずれ特許の出願をする予定だ
が、出願準備に時間が掛るため、万が一、その間に第三
者が同じ発明につき特許出願してしまう事態もあり得る
とのことです。そのような事態になったとしても最低
限、先使用権を確保するというのが、嘱託人が事実実験
公正証書作成を申し立てた趣旨であるとのことです。

公証役場ではそのようなことも
扱うんだね。

実は、事実実験公正証書を作成する事例として比較的多
いのは、銀行の貸金庫の開扉点検に関する事実実験公正
証書の作成です。

そのほかに事実実験公正証書を
作成する例はあるかな？

銀行の貸金庫を借りている人が利用料の支払を滞った場
合、銀行は貸金庫契約を解除するのですが、解除をした
後、貸金庫に入っている内容物を他の場所に保管替えを
する手続について、公正を確保するために公証人が立会
い、内容物を確認した上、目録にし、それを添付して公
正証書を作成するものです。

それはどういうものかな？

少し難しくて、よくわからない
なぁ。

ごめんね。もう少し易しく言うと、ほかの人や会社が特
許権を有する場合でも、その出願以前に、既に同じ発明
を使った事業をしていたか、その準備をしていた場合に、
特許権がある者の許諾を得ることなく、また、無償でそ
の発明を利用し続けることができるという制度です。

公証人に聞く！教えてミネルヴァくん
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2023. 2 Feb. 日行連の主な動き Monthly Report

許認可業務部
運輸交通部門会議

【協議事項】
⑴  OSSの利用率向上について
⑵  令和５年度事業計画・予算について
⑶  丁種封印制度について
⑷  空飛ぶクルマの制度整備に関する検討状況に

ついて
⑸  その他

デジタル推進本部会議
【協議事項】

⑴  各担当チームからの報告について
⑵  令和５年度事業計画・予算（案）について
⑶  その他

1日

水

認証取得済単位会検討協議会
許認可業務部
社労税務・生活衛生部門会議

【協議事項】
⑴  日本獣医師会からの問合せへの対応について
⑵  医療法人関係の非行政書士による関与への対

応について
⑶  その他

総務部会（～３日）
【協議事項】

⑴  令和４年度事業報告案について
⑵  令和５年度事業計画及び予算案について
⑶  トビラフォンの設置について
⑷  職務上請求書の値上げについて
⑸  行政書士職務基本規則について
⑹  一般倫理研修について
⑺  職務上請求書払出し時の使用済み控え綴り確

認実務手引きについて
⑻  単位会からの照会について
⑼  労働組合からの春闘要求書について
⑽  事務局人事交流について
⑾  その他

2日

木

広報部会
【協議事項】

⑴  令和４年度事業報告案及び令和５年度事業計
画案等について

⑵  制度PRポスターについて
⑶  文化庁長官との鼎談について
⑷  日本行政について
⑸  ホームページのリニューアルについて
⑹  その他

裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部会議
【協議事項】

⑴  令和５年度事業計画案・予算案の策定について
⑵  基本合意書に関する今後の対応について
⑶  その他

3日

金

改正行政書士法対応委員会
【協議事項】

⑴  令和５年度事業計画案・予算案の策定について
⑵  全国担当者会議について
⑶  特定行政書士業務ガイドラインの改訂につい

て
⑷  その他

特定行政書士制度推進担当者会議

6日

月

資格審査会
行政書士制度調査室会議

【協議事項】
⑴  令和４年度事業報告案について
⑵  令和５年度事業計画案・予算案について
⑶  規制改革・行政改革ホットラインへの意見（案）

について
⑷  JP-MIRAIとの連携について
⑸  公証実務のデジタル化に関する実務者との協

議会について
⑹  高齢者支援担当者会議について
⑺  その他

選挙管理委員会
【協議事項】

⑴  令和４年度事業報告及び決算見込みについて
⑵  令和５年度事業計画及び予算案について
⑶  令和５年度会長選挙執行に係る諸準備につい

て
⑷  その他

権利擁護推進委員会
【協議事項】

⑴  令和５年度事業計画案及び予算案の策定につ
いて

⑵  勉強会の講師選定及びテーマについて
⑶  「月刊日本行政」への記事掲載について
⑷  日行連ホームページの掲載について
⑸  権利擁護活動アンケートについて
⑹  権利擁護業務の研究について
⑺  次回会議日程について
⑻  その他

中央研修所運営会議
【協議事項】

⑴  令和５年度事業計画案・予算案について
⑵  特定行政書士法定研修について
⑶  各研修事業の推進について
⑷  その他

登録委員会
【登録審査】

⑴  審査件数（64件）
⑵  その他

7日

火
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正副会長会
【協議事項】

⑴  常任理事会の合議事項等について
⑵  その他

常任理事会（～９日）
【合議事項】

⑴  パブリックコメントへの対応について
⑵  会員管理システムに係る契約の締結について
⑶  規制改革・行政改革ホットラインへの意見提出

について
⑷  入管庁への要望書の提出について
⑸  「おしごと年鑑2023」への協賛について
⑹  令和５年度事業計画案の冒頭について
⑺  AINASにおいて行政書士法人が利用する電

子証明書について
⑻  その他

8日

水

大規模災害対策本部会議
【協議事項】

⑴  令和４年９月の台風第15号による災害に係る
静岡会への見舞金及び支援金の支給について

⑵  その他

申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】

⑴  令和５年度事業計画案について
⑵  申請取次関係研修の運営について
⑶  異議申立て案件について
⑷  その他

9日

木

法務業務部
権利義務・事実証明部門会議

【協議事項】
⑴  金融機関との協定書ひな形について
⑵  相談業務マニュアルについて
⑶  所有者不明土地・空き家対策の取組に関する

アンケート（案）について
⑷  その他

16日

木

規制改革委員会
【協議事項】

⑴  令和４年度事業報告について
⑵  令和５年度事業計画・予算（案）について
⑶  その他

20日

月

登録委員会（～22日）
【登録審査】

⑴  審査件数（102件）
⑵  その他

21日

火

経理部会
【協議事項】

⑴  令和４年度事業報告案について
⑵  令和５年度予算案について
⑶  インボイス制度への対応について
⑷  その他

暴力団等排除対策委員会
【協議事項】

⑴  令和４年度事業報告・令和５年度事業計画案に
ついて

⑵  令和４年度決算見込・令和５年度予算案につい
て

⑶  単位会設置状況の確認について
⑷  その他

24日

金

登録委員会からのお知らせ
行政書士業務を廃止される方へ

行政書士は、その業を廃止しようとするときは、遅滞なく、その旨を所属の行政書士会を経由して日本行政書士会
連合会に届出なければならないとされています（行政書士法施行規則第 12条）。
また、その手続は、行政書士法第 7条の 4及び日本行政書士会連合会会則第 53 条に基づき規則で定めることとなっ
ており、登録の抹消日については、日本行政書士会連合会が行政書士登録抹消届出書を受け付けた日又は届出者が
希望する廃業日のいずれか遅い日とすることとしています（行政書士登録事務取扱規則第 24 条の 4）。
行政書士業務の廃止を予定されている方は、廃止予定日が決まった場合、事前に所属の行政書士会に御連絡いた
だき、所属の行政書士会の案内に従い、その旨を届出いただきますようお願いいたします。なお、廃止予定日を月
末とされる場合は、必ず当該月内に届出書が所属の行政書士会から日本行政書士会連合会に到達することが条件と
なりますので、所属の行政書士会に手続日程等を御確認の上、お手続きください。
※�廃業を予定する月内に届出書が日本行政書士会連合会へ到達しなかった場合、上記規定により抹消日が翌月とな
るため、所属の行政書士会において翌月分の会費が発生する場合がありますので十分に御留意ください。
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　認知症というのは、脳の病気や障害により認知機能

が低下した状態ですが、この原因となる疾患は様々で、

原因疾患によって認知症は分類されています。中でも

４大認知症と言われるのは、「アルツハイマー型認知症

（アルツハイマー病）」「血管性認知症」「レビー小体型

認知症」「前頭側頭葉変性症（前頭側頭型認知症、ピッ

ク病、進行性非流暢性失語症、意味性認知症）」です

が、アルツハイマー型認知症が最も多く、全体の７割

近くを占めています。高齢になるほど多くなると言い

ますから、この超高齢社会においては、成年後見業務

に携わっていない人でも、御親族や知人にアルツハイ

マー型認知症の方がいらっしゃるかもしれません。そ

のため、アルツハイマー型認知症の主な症状はよく知

られていますし、後見業務に携わる人は業務経験ある

いは研修を通じて、理解度を深めておられることと思

います。しかし、その他の疾患を原因とする認知症は、

身近に事例があまりないため知識が乏しく、後見業務

においても対応に苦慮することが多いのではないで

しょうか。

　私が保佐人をしている中に、前頭側頭葉変性症の一

つである意味性認知症のAさんがいます。意味性認

知症は、認知症の中でも稀で、介護スタッフや医療関

係者でさえ「何認知症ですって？」と聞き返してくる

ことがしばしばあります。今回は、意味性認知症を

知っていただくために、Aさんの様子を少し御紹介し

ましょう。

認知症の分類

意味性認知症の事例

　前頭側頭葉変性症は若年で発症する傾向があるそう

です。Aさんも 60 歳頃に自覚症状が出始め、次第に

人の名前が分からない、漢字が読めず仕事のメールの

内容が理解できなくなり、気付いた同僚が上司に相談

して受診を勧められました。61歳で意味性認知症と診

断され、私が保佐人に就任したのはAさんが 62 歳の

ときでした。Aさんは自宅にて一人暮らしで、そのと

きはまだ要介護認定を受けていませんでした。

　私が保佐人に就任した頃のAさんの状態は、おおよ

そ次のようなものでした。

〇漢字、カタカナは読めない。ひらがなは読める。ロー

マ字もゆっくりと読める。

○物の名称や人の名前が分からない。教えてもらって

も思い出せないし記憶もできない。ただ、日常使用

している物については、それが何をする物なのかは

理解できる。

○言葉の意味が分からないため、人の話していること

が理解できない。

○日時と曜日の認識はある。受診予約などは手帳に記

していれば自分で行くことができる。また、ゴミは

定められた曜日に分別して出すことができる。

○行動や出来事の記憶はおおむね維持。１か月どころ

か１年前のことでも覚えている。

○普段あまり使用していない電化製品やパソコンの使

い方は分からなくなっている。

○金銭感覚は維持。値段が安い、高いなども分かるの

で、スーパーは特売日に買い物をする。買い物や外

食には割引券や株主優待券を最大限に活用してい

る。

〇毎月初めに銀行へ行き、目的別に分けた通帳全てを

学びと模索は終わらない ～意味性認知症と出会って～
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

常任理事　木原　早智子
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コスモス Information

記帳し、１か月ごとに合計を記すなどして収支を

チェックしている。

○自分なりの行動の優先順位があり、これを厳守する。

医師から次回受診日を提示された際、「その日は買い

物に行くから」と言って難色を示したこともある。

　昔からの習慣だったようで、Aさんは御自分の予定

を手帳（スケジュール帳）で自己管理し、予定だけで

なく、その日に会った人、行った場所、支出した金額

と理由等の記録も事細かに毎日書き込んでいたので、

訪問時にこの手帳を見せてもらうと、会っていない間

のAさんの行動がよく分かるほどでした。郵便物もA

さんが封筒の外側に届いた日付を記入しておくので、

私は訪問時にその日付を確認しながら処理をしていま

した。

　この当時は、私が事務のために書類等を持ち帰ると、

次回訪問時に「この前のあれは返してくれたか」と聞

いてくるほど、記憶の低下も見られない状態でしたの

で、家庭裁判所の了承を得て、既存の通帳は本人管理

としていました。私は新しい口座を一つ開設し、ちょ

うどその頃に支給が開始された個人年金などの振込口

座に指定し、新しい支出はその口座を用いて管理する

ことにしました。

　Aさんの症状が大きく進んだと感じたのは令和３年

以降です。時々参加していた若年性認知症カフェもコ

ロナ禍で閉鎖となり、Aさんを心配して頻繁に訪問し

たり外に連れ出したりしてくれていた友人らとも会え

なくなり、母親の入所施設も面会禁止となりました。

通所リハビリは元々「忙しいから２週間に１回しか行

かない」と本人が決めていましたし、毎日１時間訪問

するヘルパー以外の人と会うことがなくなったことも

一因であったのでしょうか。急激にAさんは変わって

いきました。まず、生活リズムが乱れ、朝が起きられ

なくなりました。夏に暖房を入れ、冬に冷房を入れる

など、温度設定が無茶苦茶になりました。手帳も自分

ではあまり記入しなくなり、ヘルパーや私に書かせる

ようになりました。通帳の記帳も一切しなくなったの

で、全て保佐人管理としました。私が保佐人に就任し

た頃にできていたことの９割はできなくなってしまい

ました。そして、令和３年10月からの１年間で夜間に

コロナ禍の影響

６度も警察に保護されました。

　Aさんの保佐人となって３年が過ぎました。Aさん

は今も時々スーパーやコンビニに買い物に行きます。

お金と時間と曜日は（単位は間違えますが）今も分かる

ようです。自分の名前と住所もしっかり覚えています。

ただ、「名前は？」「住所は？」と質問されても、質問の

意味が分からないため答えることができません。自分

に残された言葉を駆使して要求を伝えてきます。私は

Aさんの言いたいことをAさんの少ない語彙から連想

ゲームのように探り当てるのですが、こちらがAさん

の思いや質問にどれだけ応じても、私の話している言

葉の意味が Aさんには分かりません。そのためAさ

んは納得ができないままなのです。今は行動障害や何

でも舐めまわす口唇傾向も出て、そろそろ自宅での生

活を支援することが困難になってきたため施設入所を

検討しているのですが、このような病状で、しかも体

はおおむね健康で体力があるので、受け入れてもらえ

る施設がなかなか見つかりません。

　Aさんを通じて私は意味性認知症を知りましたが、

どうして差し上げるのがAさんにとってベストなのか、

分からないことだらけです。言語聴覚士のアドバイス

を受けたこともありますが、うまく行きませんでした。

せめてベターを見つけようともがき続けています。

　これから後見業務に取り組みたいという新人の行政

書士の方に多く出会いますが、その方々も身近なとこ

ろで見かける認知症とは異なる症状を持つ方とこの先

出会うかもしれません。壁にぶち当たり、手探りで業

務をしていくことになるかもしれません。後見業務は

一人で抱えるものではなく、周囲の関係者と協力し合

い、そして後見業務の先輩や所属団体に相談しながら

進めていくことが、御本人にとっても私たち後見人等

にとっても大切です。コスモスに入会すれば、研修受

講の機会が多くあり、また、先輩会員からアドバイス

を受けることもできます。身近に事例がなくても他府

県支部のコスモス会員が参考になる経験をしているか

もしれません。後見業務に携わるならどうぞコスモス

へ御入会ください。

本人支援のためにできること
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登録者数（令和5年2月末日現在）
合　　　計 51,267 名
内　　　訳 男 43,291 名 女 7,976 名
個人事務所開業 男 41,032 名 女 7,200 名
行政書士法人社員 男 1,674 名 女 354 名
個人使用人行政書士 男 332 名 女 219 名
法人使用人行政書士 男 253 名 女 203 名

異動状況（令和5年2月中の処理件数）
新規登録 合　計 157 名

内　訳 男 134 名 女 23 名
登録抹消 合　計 145 名

内　訳 男 129 名 女 16 名
抹消内訳 廃　業 106 名

死　亡 36 名
その他 3 名法人会員（令和5年2月末日現在）

 法人会員数 1,169
 法人事務所数 1,414 

主たる事務所数（行政書士法人数） 974 
従たる事務所数 440 

若い頃、ピアノの営業をしていた。店頭で接客してピアノ
を販売するのではなく、カタログを持って 1 軒ずつ飛び込み
をする訪問販売だ。もちろん訪問に抵抗はあったが、ヤマハ
というトップブランドのピアノであり、情操教育のためにも
なるのでプライドを持って営業していた。しかし、「ごめんく
ださい、〇〇〇ですが・・」と言うと「結構です！」といき
なり断り文句をもらう。これは、〇〇〇だから「結構」では
なく、訪問してくるセールスに対して警戒心が言わせている
ものだった。

さて、行政書士になって営業を始めた頃、まず顧客開拓の
ため近隣の挨拶訪問をした。するとどこに行ってもドアを開
けてくれ、話を聞いてくれる。中には家の中までいれてくれ
てお茶まで出してくれる。「行政書士の・・」には全く警戒心
がなく、何をしに来たのかと興味津々である。つくづく素晴
らしい仕事に就いたものだとうれしく思った。“待ち”の法律
家ではなく、行政書士のお客様が待っている。

広報部員 のひ とり 言
from EDITORS（中嶋）

会 員 の 動 き
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御協力のお願い ～日本行政を正確 · 迅速にお届けするために～

○お届け先に事務所名の表示のみで
会員氏名の表示がないため返送
される事例が多くあります。事
務所の入口に会員氏名を明確に
表示してください。

○事務所所在地に変更があった場合
は、速やかに所属単位会にお届
けください。

日本行政は、行政書士名簿にあ
る会員の事務所所在地と当該会
員の氏名を表記して発送してい
ます。

○発送停止期間中のバックナンバー
を希望される場合、在庫管理上、
直近発行号を含み最長６か月まで
とさせていただきますので、あら
かじめ御了承願います。

事務所所在地に変更がないのに
日本行政が届かなくなった場合
は、お早めに日行連事務局までお
問合せください。

○発送停止の解除は、所属単位会
に依頼した宛名調査の結果に加
え、事務所所在地の変更があっ
た場合には、所属単位会を通じ
日行連登録委員会に提出される
当該会員の変更登録申請の処理
手続の結果により行います。

広報部では日本行政が返送されてきた
場合、所属単位会に宛名の調査依頼
を行うとともに、それが確認される
まで以降の発送を停止いたします。
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